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第２回 大牟田市立総合病院経営形態検討委員会 議事録 

 

日時：平成 19年５月３１日（木） 15:00～17:00 
場所：大牟田市役所 北別館 第２会議室 
 
出席者：信友委員長、西村副委員長、池田委員、嶋田委員、下川委員、永利委員、山口委員 
事務局：肥川経営改善対策室長、村中主査、東川 
オブザーバー：中山院長、村上看護部長、島内事務局長、野口副院長、末吉副院長、森田副院長、

田中総務課長、國崎医事課長、吉田総務課主査、石橋総務課主査 
 
事務局（肥川理事）：それでは、定刻の３時になりました。委員会を始めさせて頂きたいと思いま

す。本日は、７名の委員全員の出席を頂いております。委員会設置要綱第４条第２項の過半数以

上の出席要件を充足しております。委員会は成立していることを宣言したいと思います。それで

は、第２回の大牟田市立総合病院経営形態検討委員会を始めさせて頂きます。冒頭ではございま

すが、事務局から要望がございます。病院職員のオブザーバー出席、副院長 3 名、それから事務
系の職員３名の出席をご承認頂きたいと思います。理由について、副院長３名については、委員

会審議のいわゆる迫真の審議を病院幹部として肌身でもって感じておきたいと。更に、診療上の

細部質問等ありましたら、外科系・内科系それぞれ副院長がおりますから、即座に円滑に答えて

いきたいと。それから、事務系の職員３名については、資料の作成を分担しております。従いま

して、特に人事関係・給与関係・さらには経理関係これらを統括します課長１名と、担当者２名、

質問の主旨等を直接聴取、理解して適切な資料作成に資すると、そういう理由でございます。ご

承認いただければご紹介申し上げます。宜しくお願い致します。宜しいですか？ 
 
委員長：はい、では第２回の委員会を始めますけども、最初に、事務局から今の様な提案があり

ましたが、みなさん、ご異議はありませんでしょうか？ 
 
全員：はい、異議なし。 
 
事務局（肥川理事）：ちょっとご紹介だけさせて頂きます。副院長の野口でございます。同じく森

田でございます。同じく末吉でございます。総務課長の田中でございます。それから主査の吉田

でございます。人事給与を担当しております。それから主査の石橋でございます。会計経理を担

当しております。以上でございます。宜しくお願い致します。 
 
委員長：有難うございました。相当密度が高い論議ができるということで非常に歓迎したい提案

だったと思います。それでは、２回目に入る前に議事録はもう皆さんに承認して頂きましたので、

全て市民が目を通していると、そういうことを前提にして、今回は、我々が事務局の方に資料要

求、追加をお願いしましたところ、ここまできている物と、それから準備中の物と、あるいは我々

が見てからこれはもう 1 回作り直して欲しいという物とあるかもしれませんけれども、それを前
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提にして、第２回では地域完結型の医療という中で、大牟田総合病院の診療内容の見直しですね。

それをどういう視点から見直しをしていくかということを、今回の管外搬送記録だとか診療科に

よっての紹介率の違い、そういうものを基にして検討して参りたいと思います。その後は、改善

がどこまでいったのだと、どういう改善計画でどこまで実現したのだという委員の要望がありま

したので、その実績が示されております。じゃあ、これからも改善だけで、大牟田市立病院は継

続性が担保出来るものかどうなのか。だから、改善ということで何処までいくのかどうなのかと

いう事を検討してまいりたいと思います。そして最後に、今の様な運営形態で継続性が担保で出

来るかどうかと、それに構造的なもの、それから、事務局で今言われましたように、給与体系を

柔軟に運用出来るような権限が病院長に与えられているのかどうなのか、そういう細かい所まで

論議して、今日予定しております論点の中間的な整理までいきたいと思っております。それでは

事務局・・・ 
 
嶋田委員：委員長。一つよろしいですか。 
 
委員長：はい、どうぞ。 
 
嶋田委員：このような経験がありませんので、３つ程今の進行についてお尋ねしたい点がありま

すが今宜しいでしょうか？ 
 
委員長：はい、どうぞ。 
 
嶋田委員：すいません。まず 1 つが、先般からお話にありますように、病院の運営形態や診療の
再分配といった内容についてのお話と、先程出ましたような人件費等のデリケートな問題を含ん

だ収支の内容についてのお話というのは、今後同時に進行していくのかということがまず１点。

２点目は、新聞報道にもありましたように、改善による効果が数値となって表れていますので、

この委員会で、先程、今後やはりその点もとおっしゃっていましたが、悪い点の追求ということ

も当然していくべきでしょうが、せっかく良くなっている良い点の更なる推進についての話し合

いというか検討は行われないのか？というのが２点目。３点目が、前回の委員会の終了後に希望

する委員が、院内の案内をして頂けるといくことでしたので、私は見せて頂いたのですが、その

時沢山の資料を頂いたのと同じ様に、やはり院内を見せて頂いてとても有意義でした。他の先生

方は勿論ご存知だからいらっしゃらなかったのかもしれませんが、共通の資料で話し合いをする

のと同じ様に、やはり現場に対する認識も共通であった方がいいのではないかと思いましたので、

委員会の時間中に委員会で見学する時間はとれないものか、以上３点の質問です。 
 
委員長：１番目は、全体像を把握する為に地域完結型医療という中で病院をみるということ。そ

のコストは、誰が負担しているのかということは全体像を掴まないといけないですね。同時進行

でこれはやっていかないといけない事なので、それは続けてまいりたいと思います。それから、

２番目の改善ということで、今お話しましたように、何処まで出来ているのか、改善という発想
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だけで、だから、構造は変えないということですよね。改善だけでどこまで大牟田市立総合病院

は継続できるのか。１０年後でもそれは継続できるのか、そういう事を検討していきたいと思い

ます。そして３番目は考えましょうか。1回、病院の関係者と現場で懇談会じゃありませんけど、
意見交換する場、あるいは現場を視た後、現場を守っておられる方々と、意見交換をするという

ことを考えてみたいと思います。この委員会の２時間の中でやるのは、ちょっともったいない話

ですので、３回目と４回目の間にするか、最終答申を準備する頃にやるか、ちょっと事務局と調

整を図ってみたいと思います。 
 
嶋田委員：ありがとうございました。 
 
副委員長：もし、そういうふうな院内の見学その他ね、されるとすれば、できるだけ早くがいい

んじゃないでしょうかね。 
 
委員長：それじゃあ、ごめんなさい、早めにやると。すいません、私が３回目以降と言いました

けれども、３回目迄にね。 
 
副委員長：早目がいいと思いますよ。 
 
永利委員：だから、当日ちょっと 1 時間位前とかに着いて、委員会が始まる前にして頂いたらか
えっていいのではないですかね。 
 
委員長：じゃあ、新たに委員会はやらないのですね。 
 
永利委員：視察した後に・・・ 
 
委員長：はい。 
 
副委員長：次回、例えば３時からの際 1時間早めてとかですね。まあ、そういうふうな、例えば、
協議を 1時間遅らすとかですね。何かそういうふうなのがいいと思いますよ。後でされるよりね。 
 
委員長：はい。次回時間調整、事務局の方でお願いします。 
 
事務局（肥川理事）：はい。日程調整、時間調整させていただきます。 
 
委員長：副委員長の西村さんから発言があるようです。 
 
副委員長：どうぞ宜しくお願い致します。それと協議に入る前にですね、お手元にちょっとお配

り致しました、このプラタナスというのは、実はね日本医事新報という非常に伝統ある、我々医
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療人の週刊誌でございます。週に１回、現在まで５月２６日号４３３５号目です。ぽっと開けま

したらね、一番冒頭にこれは載っておりましてね、信友先生が医師不足の原因は１つかというテ

ーマで書いておられます。これに、大体投稿というか、これはね、医事新報の方からね寄稿をお

願いするという立場のもので、勝手に我々が手を挙げて投稿するような代物じゃないのです。医

療会のオピニオンリーダーが大体書かれる。それだけ信友先生非常に有名な方だという事をまず

ご存じておきいただきたいと。それからもう１つはね、医師不足の原因は１つかということなの

ですね。これが、僕はね、テーマとして非常にいいテーマだったなと思ったのは、この自治体病

院の赤字体質は果たして１つなのかじゃないのですね。非常に多岐に亘るんだと思うんですね。

今言われたように、それを１つ１つ洗い出してね、今までかなりこれ見ましたら、今までデータ

見ましたら、これ相当努力されています。かなり努力されています。それ以上、まだ出来るのか

出来ないのかね、そこら辺からまずとりかからないといけないのだろうと思います。それで出来

ないとすれば、次は形態を変える。その次はどういう形態が１番いいのか、そういうシュミレー

ションしていくべきだというふうに思います。まずご紹介しておきます。後でまた内容をお読み

になって下さい。宜しくお願い致します。 
 
委員長：で、そういう進行でよろしいですね。 
 
嶋田委員：では先程の改善につきましても、更ならまたもっと出来ないかという事も、ここで一

応お話をしても良いということですね。 
 
委員長：勿論です。じゃあ、今日は中間整理をするという意味で、どういう話題をどういう順番

でするかというのは白板に書いておきますね。まずはその診療の見直しですね。今回、大牟田総

合病院で診ることができなくて管外搬送した、これは何故なのか。今後どうするのかとそういう

データもありますよね。それから紹介率をみると、地域の先生方からどれだけ信頼されて紹介を

受けているのか、受けてないのか、そういうデータもありますね。そういうことを検討していき

たいと思います。 
それから経営の面でですね、一般の自治体立病院と比べて、診療科別にみた時に、生産性がど

うなのかなと、生産という言葉が馴染まないかもしれませんが、それから見ていくことにしまし

ょう。 
それから２番目に改善計画ですね。改善ということで、どういうことを実績として出たのか。

更に、改善すべき余地課題がどういうものがあるのか。これをリストアップすることをやってみ

ましょうか。 
それから最後に、継続性を担保出来るための権限が病院長に与えられているかどうか。権限で

すね。このいう３つの事が１回目のときの資料請求の項目を見まして、１回目の議事録からみれ

ば、こういうことをこの順番で論議していかないといけないなと思いました。 
じゃあ、最初にその診療領域の見直しですね。それを関連する資料でちょっと事務局のほうで

簡単に、この資料とこの資料というのがあれば、なければ私が簡単に。皆さんのお手元にあるや

つの２枚目が、我々が資料請求したもののリストと、今どこまで整理されたかというものです。
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それ以降が、今日までに整理が終わったものがあります。まず３枚目・４枚目にですね、大牟田

市立総合病院からの管外搬送件数、平成１８年年間４９件管外搬送記録があります。これを、皆

さん目を通して下さい。西村先生なんか、もう全部マーカーを引いておられますけれども、これ

を見ましてですね、大牟田市立病院は正直なところ、こういう事が出来ないのか。あるいは、た

またまマンパワーが他にとられていたから出来ないのか。具体的に考えてみてですね、大牟田病

院はこういうことが全て出来るように、管外搬送が出来ないように、管外搬送しないで済むよう

な診療内容の、スクラップアンドビルドすべきかどうか。そういうことを考えてみたいと思うん

ですね。これが今日は１番大事な資料だと思いますので。あと、どこで大牟田市民は亡くなって

おられるのか。実際はここで亡くなりたいけども、現実は違うじゃないかと。じゃあ、その中で

大牟田市民病院は何を担わないといけないのか。これも２つ目の論点になってくると思います。

それは、どこにあるかまたありますのでですね、みて頂きましょう。 
それから、３番目は診療科別の紹介率があります。これ紹介率が高いという事は、地域の先生

方がよくご存知で、「自分の所で出来ないから大牟田市立総合病院で診断をしてもらう」、「確定診

断してもらう」、「治療方針を作ってもらう」、「癌治療の最初の治療をしてもらう」ですね。そう

いう地域の中で分担を明確な所は、紹介率が高いのですね、一般的に。低い所はどうするのだと。 
 
下川委員：ただこの紹介率の問題の中にですね、絶対数が出ていないから、これでは簡単に評価

できないと。 
 
委員長：じゃあ、そういう追加の資料が必要だという事なので、紹介率だけで最終的な評価を今

日は確定する訳ではありませんので。最終的に評価をするのに何が足りないかというのを、今下

川委員から出ましたように、それもお願いしましょう。さしあたり、そういうデータで大牟田市

立総合病院の診療内容・診療領域の強い所 弱い所を、今回、口頭で西村先生の方からお願いした
いのですけれども。１回目の論議をしましたように、民間病院がやっていることは市立総合病院

で特にやらなければいけないという事情があればいいけれども、だぶっているものは手を離して

もいいんじゃないかというのがありましたよね。医師会の方からみて、だぶっているものは何で

あるのかというのを、後で口頭でもいいのですから、コメントして頂ければと思います。 
 
副委員長：委員長おっしゃる、その事は非常に難しい問題でしてね。我々医師会がまた厚労省が

今進めております国民皆保険制度の基本的なスタンスはフリーアクセスです。いつでもどこでも

誰でもというですね、このフリーアクセスが基本にあるものですからね。なかなか、それとです

ね、これは患者さんとか地域の皆さんから選ばれるわけですね、医療機関というのは、基本的に

ですね。ですから、これをね、今色々問題になっております。今度ね、来年４月から始まります、

後期高齢者医療保険制度というのがかかりつけ医というのが基本にあって、そしてゲートキーパ

ーになって、そして次の治療の時に専門病院に搬送して送っていくと。そしてまた、軽くなった

ら返してもらうというような、そういう流れを作ろうとしているんですね。それは、医療経済を

効率的にするためには、それが非常に理想的ではありますけど、ただ皆保険制度の基本であるフ

リーアクセスを阻害する、この事がちょっと問題だと思っております。ですから、そこら辺が非
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常に難しゅうございます。あのですね、結局基本的に患者さんから選ばれる医療機関であるべき

だというふうに、まあ、どこでも努力していると思いますけれどね。市立総合病院も同じ様にそ

れは努力されている訳ですから。民間病院と民間医療機関と競合するところはですね、確かにあ

ると思います。ただ、我々診療所といいますか、民間医療機関からみますとですね、やはり２次

から２．５次位の救急を診ておられると思っております。３次になりますとですね、久留米の救

命救急センター、今度聖マリアに出来ました救命救急センター等にお願いしておりますが、２．

５次位までを受け持って頂いておるわけで、そこら辺を競合しないでですね、医療機関がはっき

り色分けするということ、これ実際問題としては不可能だろうというふうに思います。 
 
下川委員：それからもう 1 つ、大牟田市立総合病院の論議をする中でですね、1 つ我々留意して
おかなきゃならない問題は研修機能だろうと思うんですね。医師の。それはここの表にもありま

すように２５歳から２９歳まで医師の人員が多いんですよね。これは前期と後期の研修機能をか

なり担ってるんじゃないかというふうに思われますので、その点を考えますとね、単にその際立

った診療科だけを重点的にやるのかというと、ちょっと問題が出てきやしないかというふうに私

は思っております。 
 
副委員長：おっしゃる通りだと思います。 
 
下川委員：だから、この病院というのはあくまでも中核病院としてどうあるべきかという事を、

捉えた方が大牟田市民も納得するだろうし。それから、周囲の医療機関の皆さん方もサポートし

やすくなるかなというふうに私自身思っておりますけれども。 
 
副委員長：下川先生はご存知だと思いますけれども、久留米大学の教育関連病院としてですね、

第 1 に掲げられているのが大牟田市立総合病院で、まぁ、そういう面では非常に医師不足の今の
時代にですね、供給源として久留米大学がしっかりしておられると、これは非常に喜ばしい事だ

と思います。現にお隣の荒尾市民病院ですね、あそこなんかもう随分３分の１くらい大学が引き

揚げておりましてね、まぁ、それから大牟田内でありますと、天領病院もそうです。そういう点

から言いますと、医療機能は非常に潤沢といいますか上手くいっているというふうに考えており

ます。 
 
委員長：新しいというか、新しい切り口の論点が出たと思うんですけども、大牟田市長はこれを

臨床研修病院として全ての診療科を揃える、だから総合病院としての診療科を絶対確保するとい

う方針を決めておられるのですかね？経営がどうであれ全ての診療科を揃えるということを大前

提にしておられるんですかね？これ開設者の方針だと思うんですけれども。そうなると今みたい

に重複しておるから止めようとかということも論議も出来なくなります。 
 
嶋田委員：市長のあの時のお言葉の中に、医療水準を低下させないよう維持向上を図るとかいう

ような表現がありましたので、やはりその辺は・・・ 
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委員長：水準じゃなくて幅の方の話ですので。 
 
嶋田委員：地域に不足しがちになる不採算医療についても担保していただいて、このような公共

性は今後とも継続されなければなりませんという言葉がありまして、先程の言葉に繋がっていま

したので、残さないといけないというふうにお考えじゃないでしょうか。 
 
委員長：だから、不足しているものだけを整備するのか、だから重複しているものは民間で出来

ているから、連携を強くしてやるというあり様はありますね。でも、今下川委員が言われたよう

に、ここは元々臨床研修指定病院ということで、そして若いドクターが来るから経営が成り立っ

ておるというそういう経営構図であれば、臨床研修指定病院という看板を下ろしては駄目なので

すよね。そういう方針を市長は採っておられるのであればね。 
 
事務局（肥川理事）：宜しいですか？市長の見解ということですが、そういうお話を市長に具体的

に確認した事はございません。ただこの委員会について、市長がそういう点も含めて、1 回答申
を出してくれという事だと思います。 
 
委員長：じゃあ、そもそもの所までは我々が論議をすべしということを前提としましょう。 
 
事務局（肥川理事）：それで先生ちょっと宜しいですか。沢山溜まってきますとですね、どれがど

うか分からなくなりますので、ちょっと先生の方から言われました、委員長から言われました管

外搬送とか、こういうものについてちょっと答えて・・・ 
 
委員長：はいはい、順番に私がお願いしますので。 
 
事務局（肥川理事）：はい。 
 
委員長：だから、今のような診療内容の見直しをするということが、これがあり方で一番最初に

手をつけないといけないことですね。それから地域の中に不足しているものがないかどうかとい

うことです。で、患者さんが管外搬送というのは、これ患者さんが割を食っているという話です

のでね。じゃあ、どうしたらいいんだろうかということを検討しないといけない。そのための資

料がありますよと。そして新たに下川委員からも、そういう発想じゃなくて臨床研修指定病院と

ういうものが、これは大牟田にとってある意味勲章でもあるだろうし、若い人がそれを維持して

くれる経営構造になっているのだから、それで出てくる赤字はいいじゃないかという論点がこれ

あると。ただし・・・ 
 
下川委員：いや、赤字でいいとは僕は全然考えられない。 
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委員長：それはいいんですか？ 
 
下川委員：そりゃ、もう全然。ただですね、診療科がある診療科に集中していいのかどうかとい

うのが問題であって、中核病院としての機能は絶対保持しながら赤字は絶対許さないというふう

形で考えていただかないと。 
 
委員長：すみません、はい。だから全ての診療科を揃えておくというその基幹病院ですね、基幹

病院だからこそ臨床研修も出来るじゃないですか、そういうロジックですね。 
 
下川委員：基幹まではいきませんけどね、中核と基幹の中位の所を狙ったら一番この大牟田地区

としてはベターなんじゃないかと。 
 
委員長：相応しいんじゃないかと。 
 
下川委員：公共施設としての市立病院になるかどうか、それはまだ分かりませんけど、相応しい

んじゃないかなと私は思っております。 
 
委員長：だから、下川委員のポイントはですね、私はスクラップアンドビルドと言いましたけれ

ども、じゃあ、総合病院が癌センター及び救急医療センターになると、そういう様な極端なスク

ラップアンドビルドはいかがなものかという論点ということでいいですかね？ 
 
下川委員：はい、そうですね。 
 
委員長：他に論点になりそうなものはなかったですかね、診療の見直しで。 
 
永利委員：はい、いいですか？ 
 
委員長：はい。 
 
永利委員：今回、私達医療関係比較的疎い人なんかも入れて頂いておりますけれども、経営的に

見たときに市立病院というのは一体何をする所か、というのを明確にすることが非常に大切では

ないかと思っております。先程、西村先生からもご指摘があってましたけど、ぴしゃっとした区

切りは出来ないにしましても、大きく分けたら近くに大学病院が熊本と久留米にあります。それ

から、聖マリアとか、かなり大きいしっかりとした中核病院もある。それから、民間のある中で

市立病院というのが一体何が特化出来るのかという中で、基本的な所の方向性とか特色、これを

やっぱり特化していくべきでないか、というのを方向付けていくことが大切なんじゃないかと思

うんですね。それに対して、今度、色んな所の重複しているものを全部やるとかという市長の方

針よりも、むしろだぶってて、これは民間のほうにお任せした方がいいんじゃないかと、これは
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中核病院、大学病院。だけど、この地域の中の一番中核病院としてはこれだけは絶対必要だと、

これにはもっと特化して充実させましょう。これは思い切ってどっかに切り離そうとか、そうい

うふうなところまでの方向性がある程度大まかに出てきて、それが合意が得られれば、今度は収

支面における何処がどう無理があるのかをどう負担していくのか、どう改善していくのか、とい

うふうに議論を進められていくのが面白いんじゃないかなという気がしてるんですけどね。 
 
委員長：はい、そうですね。 
 
副委員長：あの、いいですか？ 
 
委員長：はい。 
 
副委員長：公的病院の役割というですね、ひとつこれまであった役割があるんですね。これはね、

やっぱり民間病院が出来ない不採算部門、不採算医療と言いますかね、それから政策医療といい

ますか、そういうものを担うものが公的病院の役割だったんですね。それをずっと追求したため

にですね、現在の赤字体質が来たと。先程、僕は、原因は１つじゃないというところの中の１つ

なんですね。これをどういうふうな形で、これからもね、市立総合病院として維持していくのか。

できるのか、できないのか、ということを議論していかないといかんわけですけれどもね。です

から、そういうふうな不採算分も担いますか、とか、不採算分も切り捨てていいですよ、と言っ

たら、そりゃあ経営簡単ですよ。それから、人件費をがばっと民間並みに落しますよとか、そう

いう事やり出しましたらね・・・ 
 
委員長：今は診療そのものですから。不採算だから止めるとかいう発想は全く論議を我々は・・・ 
 
副委員長：そうです。ですから、そこら辺もピシッと踏まえて議論しないとおかしくなってしま

います。 
 
委員長：だから、そもそも地域経営の中で、総合病院は何を担わなければならないのかをデータ

で論議しましょうと。それから今分かりましたのは、市長はこれをやりたいという大方針を持っ

ておられるわけじゃないから、根本的にここの委員会で原案をつくると、そういうつもりでやっ

ていきましょう。だから永利委員が言われたその視点に立って論議していきましょう。 
 
副委員長：ですから、地域医療を担う医師会としましてもね、また、地域住民・市民としまして

もね、やはり不採算部門も担って欲しいんですよね、基本的に。ところが赤字では困りますよと

いう部分がありますんでね、なかなか二者択一という上手くいかない部分がある。それが、今ま

で大変苦労されてきた経営だろうと思います。 
 
委員長：まあ、赤字の事に関してはマネージメント、改善で賄えるのか、構造改革しないといけ
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ないのか。あるいは中央政府の問題なのか。原因は１つじゃありませんので。ただ、不採算医療

だったから今まで補填してきたという、ちょっと官庁事業としてはいかがなものかという認識が

国会の方にもできましたからね、色んな検討をしないといけないと思います。 
 
永利委員：先日も県の行革にも入っているもんですからね、県立病院がもうほとんど無くなって

しまいましたからね。県の方はですね。それから、長年何十年もそこの院長をされていた方と好

意だったもんで、大牟田でも市立病院がこういった形で問題になっていますと言ったところ、根

本的に、県立病院と市立病院にはバックグラウンドが違うんじゃないかと。１つは、地域医療と

いう中で、不採算だけれどもやらなきゃならんからという名目が非常に高かったので、採算度外

視してもやらざるを得なくて、赤字体質が助成された面もありましたと。結核病床は非常に多か

ったですもんね。結核が無くなってきたという事と、それから大学病院が県内に４つあるでしょ。

福岡県には。これは、全国でも珍しいと、普通の一般県からみたら。役割分担した時に、県立病

院の絶対的な必要性というのが市立病院とはだいぶん違うんじゃないかと。その辺を、よく考慮

して議論しないと駄目だよと、アドバイスを頂いてきたんですけれどね。 
 
委員長：はい。 
 
副委員長：県立病院と市立病院は全然違います。はっきり申し上げてですね。やはり身近ですよ

ね、市立病院というのは。だから、５つの県立病院が無くなってしまった理由は、そういう存在

意義が無くなったということです。親方日の丸でね、それは先生達が 1 番よく知っておられると
思いますけれどね。 
 
嶋田委員：市立病院はまだ市民は求めております。 
 
永利委員：そこは、しっかりおさえた議論になっていかないといけないと思いますね。 
 
委員長：であれば、赤字補填を税金ではなくて病院債というものを作って下さい。それ市民が買

いますからと、いう市も出てきているんですね。 
 
嶋田委員：じゃあ、株主になるということですか。 
 
委員長：そうです。我々が使うのですからね。 
 
永利委員：受益者負担という発想も大事ですよね。 
 
嶋田委員：そういう事も考えていいのですね。 
 
委員長：それから、今、県立と市立が出ましたけれど、県立病院と市立病院の統合が今もう始ま
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っているんですよね。ことごとく失敗する。県庁諸君の発想と市長・市レベルの発想が違うもん

だから、玉石混交になってしまって、高知医療センターが一番最初ですけれども、やっぱり内部

分裂が起きましてね。それから、もっと緊急性があるのは、徳島市の県立病院、市立病院の統合。

あまりにもですね、たった２０何万人のところに大学病院と県立病院と市立病院と済生会と日赤

があるんだからね。あり得ないようなことがだいたい起きているんですよね。でも、その統合は

上手くいかない。ということは、運営主体のこだわりがあるんじゃないですかね。市民を守るた

め、県民を守るためという発想が無いがために起きているんじゃなかろうかと思うんですね。だ

から、ここは、あくまでも市民が負担をしますと、もし赤字があるのなら税金は使いません、と

いうような発想であれば、じゃあ、診療は何を維持してもらうか。重複しているところは医師会

と協議してもらうかという事になると思いますね。 
 
永利委員：それくらいの自己責任で受益者負担の自己責任でもやるよという覚悟があるか無いか

によっても、随分答えも違ってくるんじゃないでしょうか。 
 
委員長：だから、今のような論議で行けば、運営形態も当然ですね・・・ 
 
嶋田委員：そういう考え方ができるんだということが、市民が分からないじゃないですか。でも

ここでそんなのが出たらそんな考え方もあったんだというのは当然浸透していくと思いますので

お願いします。 
 
委員長：はい。それは運営形態の考え方ですね。だから、ある市では今度病院を新築しないとい

けないと。税金で百何十億建てるの止めて欲しいと。病院債を発行してください、それを全部我々

が買いますからと。買うからにはアドバイスできる権限を下さいとは言いましたけれど。それが

市民による市民のための病院づくり、一つのある地方の動きですよね。だから、大牟田もいいチ

ャンスで、どの様に、これだけの貴重な歴史のあるですね、多くのマンパワーがあるところを活

かしていくか、継続して担保していくかという事を考えていけばいい。非常に本格的な論議は１

回目から続き、２回目も続いているんでありがたいと思っています。急ですけども、院長あるい

は今日は３人副院長がおられますので、管外搬送記録がありますね、４９件。これは、そもそも、

大牟田総合病院で出来ない事例なのか。それとも、たまたまマンパワーが拡散しておったがため

に、あるいは救急患者が重なったがために管外搬送したのか。その切り分けをちょっとしてもら

えますか。 
 
事務局（肥川理事）：そしたら、この件については、医学的な判断が加わっておる、搬送の判断に

加わっておりますから、院長の方からお答えさせてもらいたいと思います。 
 
中山院長：院長の中山でございます。当院の管外搬送の基本的な考え方といたしましては２次及

び３次救急及び２次、先程西村先生から言われましたように２．５次という表現がありましたけ

れども、我々の認識の中では、３次まで出来る診療科は我々が行うというのが基本的な考え方で
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す。しかし、地域完結型医療と名を打ちながらもやはり管外搬送が１３０例中４９例。約３８％

は管外搬送をしております。それは、症例によって、あるいは患者さんの状態によって、あるい

は医療器械の不足、あるいは専門医が不足しているがために管外搬送せざるを得ない症例が多々

あったと考えております。それは、久留米大学を中心として、聖マリアあるいは新古賀病院に送

っております。これは、４９例皆さんのお手元に資料を配布しておりますけど、各診療部にそれ

ぞれ振り分けまして、担当の医師に全てこれを書かせております。こういう状況で理由を書いて

おりますけども、例えば、産科の症例１２例この中にございますけれども、考え方としまして、

妊娠３５週以下で出血・破水の症例は出産時に極小の未熟児、臓器未熟性が想像されますので、

より専門性の高い医療機関に送るという事は、私達の病院以外の地域の産科の先生方にも周知さ

れておりますので、そちらからも直接聖マリア、大学の方に送っていらっしゃると。 
 
委員長：それじゃあ、患者さんが割を食ったようなことはないんですね。管外搬送をして。 
 
中山院長：その産科に関してですか？ 
 
委員長：今のような基準を設けられましたね。管外搬送をしましたね。その結果はどうなったの

ですか。 
 
中山院長：結果とおっしゃるのは？患者さんの・・・ 
 
委員長：搬送先での転帰は。 
 
中山院長：良くなられて私達の所に戻ってお見えになった方もいらっしゃるし、お亡くなりにな

られた方もいらっしゃいます。 
 
委員長：亡くなったのは、やむを得ない亡くなりかた、それとも搬送したが為に治療の開始が遅

れたから亡くなられたのですか。 
 
中山院長：そうは考えておりません。早めに搬送したつもりでございます。それでドクターヘリ

に関しても同じ様な考え方で、これはドクターが乗っておられますので、必要な時には連れて帰

られて、必要じゃない時は降ろしてあなたたちで診なさい、という判断をしておりますのでです

ね。管外搬送は救急車で搬送した例でございますので。あと、循環器に関しましては、急性心筋

梗塞の冠動脈バイパス術が必要だと予想される症例は心臓血管外科のある施設、特に久留米大学

の循環器に搬送というのが原則とされております。しかし、これが何故そういう事になったかと

申しますと、大学からの派遣医が血管内治療医が私達の所にはおりません。それで、大学にも６

名いらっしゃるんですけれども、専門医がそのうち３名しかいらっしゃらないから、私達の所に

まで専門医を派遣できないという大学側の事情がありまして、やむをえず大学を中心とした搬送

をしております。これが、どこまで続くかというのは、今大学と交渉中で、なるだけ私達の所で
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して頂けるような、今医局と交渉中でございます。それとあと、血管外科に関しては、急性大動

脈解離症例は緊急外科手術のできる施設、私達も血管外科はありますけれども、心臓外科がござ

いませんので、管外搬送をさせて頂いています。それから、内科に関しては我々が専門としてい

ない疾患、例えばこの中で９０番のビブリオ・バルニカスによる壊死性筋膜炎とか、膠原病、血

液病等の症例は管外搬送しております。そして、私達にない呼吸器内科は市内の専門病院、もし

くは機能分担を行って管内でまかなうと考えかたでおります。その他は多重外傷とか精神科疾患、

管理不能な小児例で、管理不能な火傷の患者さんは管外搬送をやっております。その他患者さん

の家族、患者さんのご希望で管外搬送した症例もございます。以上が、我々の管外搬送の現状で

ございます。 
 
委員長：だから、患者さんは割を食っていないという認識なんですね。 
 
中山院長：全て割りを食ってないかと問われますと検証しておりませんので・・・ 
 
委員長：２つ目は管内に済生会も天領もありますね。こういう患者さんをそこにまわすなりして、

そこから先生に来てもらうということで管外搬送しないで済むような対応の仕方はどうですか。

現実的ですか、非現実的ですか。 
 
中山院長：現実的です。実は心臓に関しては天領病院に専門医がおりますもんですからですね、

そちらの方に管内で搬送して、我々としては我々で是非まかないたいのですが、おりませんもん

ですから緊急性があるものはそういう専門病院に搬送しておると。 
 
委員長：じゃあ地域の３基幹病院の救急体制についての、継続的な協議の場はあるのですね。 
 
中山院長：あります。医師会中心としてございます。 
 
副委員長：やっております。 
 
委員長：やっておられるから、ドクター不足だから、総合病院にドクターが不足しているから搬

送でなくて、ドクターが不足すれば天領から応援に来るとかいう形で患者さんに割を食わせてい

ない。今ありましたね、市民のための、市民だから市民が割を食うということがあってはいけな

いので検討しておるのですけれども。 
 
中山院長：そうですね。それは十分に皆さんがお互いに話し合って、立場が違いますもんですか

らね、患者さん側の立場を考えますと、今委員長がおっしゃっておったような事が正しいと思い

ます。だから、ゆくゆくはそういうふうな形で、地域の本当の意味での完結型医療をやって頂く

というふうに基本的に考えております。 
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委員長：どのぐらいのスピードで出来そうですか。というのは、10万人、これだけの基幹病院で
管外搬送をするのはすごく多いと思うんですね。例外的ではない。日常的になっている。何かが

足りないんだと思うんですよね、システム的で。 
 
永利委員：規模的には多いですか？ 
 
委員長：例数が多い。管外搬送の。 
 
永利委員：そうですか。 
 
嶋田：先ほど、血管内の治療医が不在で、久留米医大と交渉中とおっしゃっていて、そういうと

ころに関しては、見通しというか、どれ位したら来てそうな見通しは立っていないのですか。 
 
中山院長：それは、ちょっと、医局の都合でございますので、私が言っても推測のところが、話

し合いの段階で、まあ、これは正式ではないんですけども、４，５年かかるのではないかという

風なことを口頭では言われました。 
 
嶋田委員：もし、先生がお見えになったら症例としては何例かは当然減っていくわけですよね。 
 
中山院長：はい。 
 
嶋田委員：ありがとうございます。 
 
委員長：他にコメントは、ないですか。 
 
副委員長：この、救急搬送に関しましては、長年、救急担当理事または副会長、会長の時にずっ

と言ってきたんですけど、地域完結型で出来るだけやりましょう、ということで、してきたんで

すけどね、まあ、救命救急センターに手を挙げてずいぶん県のほうにも申し入れしたりしたんで

すけど、実態とか実績が足りないということで、聖マリア病院に持っていかれた、まあ、非常に

残念でしたけど、熊本県北から、福岡県南の救急の拠点病院として、ぜひがんばっていただきた

いということで、前の久保院長と一緒にがんばりましたけど、なかなか、そういうことで残念で

した。 
ただ、これからも地域完結型というのは、やはり当然目指すべきです。目指すべきですけど、た

だ、採算ベースということになりますと、なかなか難しい問題があります。そこいら辺をうまく

天秤に掛けながらですね、地域の皆さん方が満足していただけるような救急医療体制をというの

を作るべきだと思いますが、そこいら辺のことが難しいハードルがあるんでですね、医師会とし

て今まで要望してきましたけどね。そういうことはね。 
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委員長：同じ時期に、1 回目で御話しましたけれど、鹿児島県の出水市では県境を越えて、阿久
根総合医療センター、出水総合医療センター、水俣総合医療センターがドクターの都合を、例え

ば、水俣総合医療センターは麻酔科医がゼロになっているのかな、だから、出水が応援に来る。

それから、小児科と産婦人科医は出水市の開業している先生方が夜間、休日に病院のほうに当直

に入る。まあ、地域のマンパワーが全てシステム化がたった半年間の論議で出てきたんですよね。

だから、これまで、5年 10年かけて何故出来なかったのかというのをもう一回戻って、誰が悪い
という犯人探しをする訳じゃなくて、これだけのマンパワーがありながら、私からすれば患者さ

んが割を食っている印象を受けるところをですね、もう少し、県境を越えて協議を進めてもらい

たい。そのことによって相当診療密度の高いことができる。患者さんにも、経営的にも良くなっ

てくると思いますよね。 
これ、見てお解かりのように脳卒中関係は殆ど管外搬送は無いですよね。これは、すごく大牟田

の強みじゃないですかね。ええ、であれば、もっともっと大牟田は脳卒中血管系に力をいれて他

の領域、火傷だとか、多発外傷だとか、精神障害うんぬん、そういうものは違うところに纏めて

とかですね、救命救急、何から何までやるんじゃなくて、ぐっと特徴を持たせる。熊本だったら

済生会熊本はこれ、国立熊本はこれ、熊本の共同病院はこれ、だとかですね。救命救急はやるけ

れども、その中で特徴を持たせるということはある。それは、伝統的な医師との連携関係がある

からなんですよね。あそこだったらあれだよね、という、そういうものを生かして、どこまで、

その診療の再配分をすることによって、市民も割りを食わない、ドクターもボランティア活動に

近いような、好意だけで病院に張り付いてやるということが無くなってしまう。自分の専門性を

活かしてくれるという、みんながハッピーになってくることをみながら、どこまでやり切れるか、

という行動計画をちょっと、我々のほうで作ってみましょうかね。 
このままで行けば、ちょっとしんどいというか、経営的にも患者さんから見ても、不安を覚えさ

せてしまうということがあるので。もうちょっと、出水を例にすればですね、市民が健康不安が

あったら、総合病院に行っていたから、病院の先生がたが、くたくたになっていたんですよ。そ

れで、救急患者と重なってしまう、それで、遠くのほうに搬送されているというのがあったから、

これからは市民の協力を得て、自分が不安だからといって勝手に総合病院にいくのは止めましょ

う。まず、近くの先生に行って、病院が必要かどうか診ていきましょうと。そういうことも申し

合わせが、 
 
永利委員：ゲートキーパー。 
 
委員長：ゲートキーパという言葉はいやなんですけど、病院を守るために、患者さんの近くの診

療所、中小病院が機能する。勝手にいくのは止めましょうという。 
 
嶋田委員：大牟田でいえば、まず、かかりつけ医のところに行ってからという、、 
 
委員長：大牟田市民が、どういうときにかかりつけ医のところに行くのかは私は分らないから。

だから、救急で今まで病院に行っていた人全てまず、近くの先生のところに行ってくださいと。
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その先生が必要であれば、病院に行く。病院を守るために、ゲートキーパーといえばゲートキー

パーですが。 
 
永利委員：というか、私が言ったゲートキーパーというのは、どこに行ったらいいか判らないと

いうといのがよくあるんですよね。 
 
委員長：ええ。振り分けですね。 
 
永利委員：そういうときに、信頼できる人。ここは自分のところでいいよ、ここは、この先生で

いいよというような、的確な判断をしていただければね、総合病院に集中していたのが、ずいぶ

ん緩和できる。 
 
委員長：ゲートキーパーですよね。振り分け。ところが医師会のほうからすれば、それをゲート

キーパーということで政策的に、それはやらない。フリーアクセスと言われている。でもフリー

アクセスだから、病院のドクターはくたくたになっている。 
 
永利委員：これは、今後の課題ですよね。 
 
委員長：コメントはないですか。 
 
中山院長：議論になっていますけれども、私は、この地域に今の状況の中で疑問に思っているの

は、確かに理想は地域完結型。全てこの地域で行なえればよろしいでしょうけども、やはり人材

ということを考えますと、あるいは経済的なバックグラウンドを考えますと、全てまかなうとい

うのは現実的には無理だろうと思うんですよね。 
 
委員長：え、地域で？ 
 
中山院長：地域でも。 
 
委員長：だから、荒尾と天領と済生会とここ、で話し合うということをまず必要だと思うんです

よね。 
 
下川委員：今、非常に地方に医師が不足しておりますね。大学にも医師が不足している。熊本大

学は医師を殆ど引き上げてしまったと、で、天領も困っておるし、荒尾の市民病院も困っておる、

と。ただ、ここは、久留米大学の関連が強いから、ある程度は昔のままいますけど、一番今後問

題になって来ますのは、医師は超過勤務がものすごく長い、多いんですよ。これを普通の、厚労

省が言いますような正常な形にしますと、医師がおそらく、今の状態の診療を続けていけば、1.5
倍くらい必要になるんじゃないかと。そういうのが現在の医療なんですよ。それを踏まえてどう
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論議してくのかという視点ももっておかないと、ちょっと将来の保障が成り立たないんじゃない

かという風な気ががするんですけど。 
 
委員長：だから、論議の仕方は、今の施設はこれはもう手を付けないんだということと、いま動

いているように、施設が多すぎるからドクターが拡散してしまうんだと、だから、統合するとい

う病院の考え方があるんですよね。 
 
副委員長：今、色々議論が出てますけど、これまで所謂、医療の機能の分担と連携ということを

ずっと言ってきてる訳ですけれどね、なかなか難しい問題があって、それを越えられない問題が

あります。やっぱりですね、それぞれ病院が自分ところがよければ良いというのではないんです

けどね、それぞれ努力されてますんで、機能をうまく連携しながら、信友委員長が言われたよう

な形のものが出来ればほんと理想だと思います。医療資源は大牟田は非常に潤沢です。はっきり

申し上げて。これは旨く連携して、カバーし合うならば、管外搬送の症例はずいぶん減ると思い

ます。 
 
山口委員：よくわからないんですけども、この地域の患者さんが救急で来るときに、まずどこに

送られてくるかということなんですよね。さっき、荒尾、天領、市立、済生会、ということをお

っしゃいましたが、そこにやはり分散して患者さんを送り込まれていくんですか。 
 
副委員長：いや、これは、まず第一に主治医の判断ですね。主治医がまず患者さんを診て、この

患者さんがどこがよかろうと。どこの病院のだれ先生がこの病気で得意だからよかろう、という

ケースがまず第一にありますので、それと、例えば交通事故なんかですと、これは救急隊が判断

することもありますし、患者さんがどこどこに連れて行ってくれということで搬送されることも

ありましょうし、非常にケース・バイ・ケースで難しいんですよね。それともう一つは、救急告

示医療機関というのが大牟田管内に 10箇所あります。そこがまず搬送先として選ばれることもあ
りますし、それから、我々みたいな診療所に来ることもあります。かかりつけ医だからという理

由で。それからまた、近くだからとかですね。いろんなケースがありますからね、、それで例えば

我々のところへ送ってこられて、これを自分のところでとても診れないから、どこそこに送りま

しょうということで救急隊にお願いしてまた搬送してもらったり、いろんなケースがありますけ

れども、ただ、今はですね、訴訟問題というのは、これはまた違う次元の話ですけど、それもあ

りますから、出来るだけ重傷者は診なくて済むなら診たくない、できるだけ、1 分 1 秒でも早く
後送病院にお願いしようとかというスタンスとかもあるかと思いますね。ですから、いずれに致

しましても患者さんがそのことによって、より質の高い医療を受けられれば良い訳ですから。結

果として。そのためにも、やはり医療機関同士の連携というのはもっと密にならんといかんだろ

うと思います。 
 
委員長：山口委員が言われたように、わが国のフリーアクセスというのの悪い面が今、出てしま

っている。ドクターはくたくた、患者さんはたらいまわしされる、どうなるんだろうか見えない。
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フリーアクセスの悪いところが全部出ているんです。だから、出水のほうであれば、まず先生に

かかって、その先生に振り分けてもらう。長崎市の小児医療は長崎の市立病院に全て小児科医を

集める。そこから、済生会だとか日赤の小児外来のほうに派遣する。それで小児科チームを守る、

とかですね。一番のネックは施設数が多すぎてしまう。そこが 2 番目の問題、そのために貴重な
マンパワーが拡散されてしまう。世界のスタンダードでいけば、小児科医は数十名おるところで

すよ。なんで、わが国では、２，３人おって小児科と名乗れるのかですね。これが、もう、ドク

ターくたくたですから。患者さんもフリーアクセスがあるから、小児科であればなんでも診て貰

えると思う。安心していたことろが裏切られてしまう、そうすると訴訟が増えてしまう、もう全

ての問題が出てきてしまっているとこなんですよね。だから地域で考えないと。 
 
永利委員：この話をうかがっていて、素人的な発想だとは思いますけど、行かれた時の理由が、

この急患、患者さんが自分ところの設備自体がどうしても、足りない、これじゃいかんから、運

ばざるを得ないケースが一つと、設備的には十二分なんとかなるんだけれども、担当する専門医

がいないためにまた、もって行かざるを得ないケースと、これは似て非なるところがあるんだと

思うんですよね、だから本当に設備が無いところは、これはどう対応するかという問題と、人が

足りないというときに、ここだけみたら足りないけども、大牟田市内にいくつかの中核、それか

ら、立地条件から、たまたま福岡県のはずれにありますけれども、熊本と久留米が距離的に４０

ｋｍづつ位あるんですよね。そうすると、移動時間を考えたときに、いくつかの中核のところの

設備とそれから専門医をもういっぺんきちんとデータベース化しておいて、スケジュールとか連

携とかうまくＰＣとかを利用して、必要だというときに空いている先生はどうたとか、今のシス

テムであればそう難しくなく出来るのではないかと、そこのところの連携プレーによっても答え

は変わってくるんですよね。 
 
嶋田委員：マンパワーの貸し借りをする、ということをおっしゃっているんですよね。 
 
委員長：だから、中津市民病院も耳鼻科領域だとかは民間病院があるけれども、設備が重たくな

るんですよね、だから、中津市民病院で手術室を作る。そこに民間の耳鼻科の先生が患者さんを

連れて来て手術をするんですよね。そういう市立病院のありかたもあるんです。 
 
永利委員：何箇所か総合した中で、これが足りない、こうやりたいというときに、どこをやった

ほうが良いか、役割分担とかされていったらずいぶん変わるのではないかと思います。 
 
下川委員：システムとよくおっしゃいますけれどね、なかなか現実には難しいようですね。北海

道とかあるいは、山形で、信友先生のおっしゃいましたように、置賜（おきたま）総合病院は、

４つぐらいのほかに衛星の病院とか診療所で小児科医を全部集めてやるとか、考えてやっている

ようですけど、なかなか衛星の病院も不満があるし、住民もそれに不満を募らせてくるとか、い

うことで、今の段階では、システムというのはなかなか難しいということも考えておかねばなら

ないと。 
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永利委員：システムというのはあれかもしれませんが、要は、どこにどういう人がおってとかね、

緊急連絡とか、そこのところは難しいですかね。 
 
副委員長：それは出来てますよ。ある程度、どこの医療機関にどういう人がいてね、ベッドが空

いているか、満床なのかとかね、そういう情報は発信していますけどね。 
 
下川委員：それとですね、もう一つは小児科にしましてもね、おそらく大牟田市内の病院を集め

ますとね、小児科医は１０人以上おるだろうとは思います。で、それを１ヶ所に集めてですね、

外来だけをよその病院に、出したところの病院に出す、とかいうような形でもとっておるんです

けど、なかなかそれも医師が居つかないで難しいようでございます。これは、システムというの

は、頭の中では旨く出来ますけれども、実際はなかなか難しいようですね。 
 
委員長：その原因はですね、日本のドクターは、大学病院というヒエラルキーの強いところで育

てられて出るもんだからですね、縦系統でしか動く発想しかないんです。だから横、手をつない

で、横串を刺して、これがネットワークですよね、その発想が弱いんです。 
 
嶋田委員：どこかうまくいっているところはないんでしょうか。 
 
委員長：福岡市東区が日本で最初なんです。だから、自分が出来ないことを同僚の２百何十人の

医者に、開業医に言う訳ですよ、そうすると、自分が出来ること、出来ないことが全部、東区医

師会のホームページ上で覗くことが出来るんです。毎週、各病院の当直医は誰であるか、何が専

門なのか、そこに電話して取ってくれるといったら取る。だから東区の住民は外に出ないで済む

訳です。 
 
嶋田委員：そういうことをしているところもあるんですね。 
 
委員長：出来るんですよ。だから、同僚を信じる力があればね。今言ったように、大学病院で育

ったお医者さんだから、上から言われたことは信じる、下に言えばオーダーだから動く、その発

想でずっと育ったもんだから、だから、久留米大学と熊本大学のドクターが一緒になって何かや

るというのはきわめて例外的なことなんですよね。それが日本の悲劇なんです。だから、中央政

府がそういう医局ベースとした縁故ネットワークですよね、プライベートに人材を抱え込んでし

まって、そしてそれを派遣するようなことではなくて、地域の現場の中核病院が全国公募して、

ドクターに来てもらう、そういう文化に慣れてもらおうというのが、新臨床制度なんです。医局

崩壊をして、医者の文化を変えようというのがね、その移行期だからいろんな混乱が起きている。 
 
永利委員：企業だって、やっぱり企業秘密じゃないけど、独自のライバル会社がありますよ。と

ころが、例えば、今、コンピューターの世界なんか激しい技術革新を求められてきたら、基礎研
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究とか、応用部門なんかは共通費を出しておいて、そこは共通でやっておいて、別のところで競

争力をつけていく、というような発想が自然に出る。そうしないと生きていけないと、日本だけ

の競争ではない、世界的な市場で生き残らなきゃならないとなると、どうやったらそれが可能に

なるのかという発想で、今のままではなりたたんと、新しいものを持っていきますよね、逆に言

えば、病院はまだ今のままでやっていけるという、ものすごい根強い、官僚もそうですよね、県

にしても、市にしても、行政とか国とか、潰れないと信じておられるからね、あの、非常にのん

びりされておりますね。ところが民間企業の場合には赤字が続いたら食っていけない、それでは

いかんとなると、どうやったら生き残れるかばっかりが最優先で考えるから、もう文化がどうこ

うではなくて、とにかく生き残りをやるという世界があるんですね。 
 
下川委員：それからもうひとつ、医師の特徴としてですね、開業とか、転職とかいうのがあるん

ですよね。これが企業と違って、その専門でしか、その場でしか生きられない人と、その場でな

くて生きられる人といる職種であるところに非常に難しさがあるんですよ。こんな論議をしてい

ると進めないんですけどね。 
 
委員長：いや、論点が出ればいいんですよ。 
 
山口委員：中身にちょっと入りたいんですけど。さっき院長が、この病院では、２次、３次救急

まではできるだけやりたい、と最初おっしゃいましたよね。で、その中で１３０症例中の４９例

が、こうして管外に搬送されたという話だったんです。で、委員長はこれはちょっと多すぎるの

ではないかという御話があったんですけども、何故多すぎるのかなというのがちょっとよく解ら

ないんですよね。それが１つと、その、さっき３つおっしゃったんです、院長は。患者の状態の

問題と機器の不足、医師の不足と。そうしますと３次までは出来るということであれば、それは

機器不足、医師不足というのは３次までは対応できているのかどうかという問題がちょっとあっ

たんですよね。それで、この４９例というのは、ちょっとオーバーしている、というのは語弊が

あるんですが、どうしても手に負えなかったと、患者さんの病状からしてですね、医師不足とい

うよりも、そっちのほうが強くて、医者もそこまで対応できない配置しかしてなかったという搬

送なのか、というのがちょっとさっきの御説明ではよく解らなかったんですが。 
 
委員長：印象的でいいので、大牟田では重篤例が救急患者として来やすいような地域なのか、あ

るいは、重篤例と、用意しておるマンパワーだとかとのミスマッチ、ギャップが多すぎるのか、

その印象だけでいいんですので。 
 
中山院長：今、御指摘の点は、診療科によって非常に差がございます。だからマンパワーが不足

しておるところというのは、これが、一般市民にどれだけ広がっておるかというのは、おそらく

お解かりになっていらっしゃらないと思うんですよね。皆さんが。例えば、心臓外科が私のとこ

ろにはございません。だから、結局、解離性の動脈瘤は私のところでしない、あるいはバイパス

術をしないということが、その、無いものは宣伝いたしませんものですから、患者さんはやっぱ
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り、私たちの病院を信頼してかなりの患者さんに来ていただいておりますけれども、特に、こう

いう医療情勢で周りが救急を取れなくなりましたもんですから、だけど、私たちで出来るところ

を私たちでやると。だけど出来ない部分は、いまの現状ではマンパワー、施設が足りないという

現状の中では、やはり管外搬送をせざるを得ないと。だから、それは、患者さん側には説明をし

て行ってもらっています。 
 
委員長：だからですね、平成９年の医療法改正のときに、総合病院の名称の廃止というのが入っ

たんです。なんでもかんでも診れるというのは間違った期待を持たせるんじゃないかと。総合病

院の名称は新設は認めないと。でも、まだここは総合病院という名称を使っていますよね。だか

ら、もう出来ることと出来ないことを地域の人に言う。そして出来ることと出来ないことを基幹

病院として言う。そして再配分する。じゃあ、そのための議長を選ぶ。その４つの病院の院長、

この人が議長であればついていける、で、データで再配分する。それを市民が見る。だれかに預

けておかないと。わが国の病院の特徴ですけど、わが国の病院はですね、トップが医者でないと

いけない。これ、世界的にここだけです。日本だけです。発展途上国でも医者であっても同時に

ＭＢＡという経営学を学んだものでなければダメ。欧米においては医者であろうがどうであろう

が、ＭＢＡという経営者であればいいんです。でも、日本だけ医者が病院長でないといけないも

んだから今みたいに、大学が違う、診療科が違う、なかなか協議が出来ないんです。だからそう

いう問題の捉え方、誰が悪いかといっているんではない。開設者たる知事だとか市長がしっかり

せいと私は言っているだけの話なんですよ。協議の場を作って、データを出してやっていく、そ

れが、今度の新医療計画にもある訳ですけど、そのはしりですので、犯人探しをしてるわけじゃ

ない。いま私が言ってるのは、説明をしてるだけなんですよ。だからどうしたらいいかを。 
 
山口委員：ですから、まずはそこなんですよ。総合病院という、大牟田市立は総合病院という名

称になっているんですよ。だったら一般市民の方たちは、総合病院ということであれば、全ての

診療が出来るという風に判断すると思いますよ。だから、患者さんも来られるんじゃないかと思

います。ところが、今院長がおっしゃったように、アンバランスがあると、医師の中に。診療科

の中でやってない診療科もあるということもおっしゃっていた。だったら総合病院じゃないです

よね。基本的には。いや、ですから、そこがちょっとすれ違っているのではないかと私は思うん

です。ですからさっきから聞いていたのは、そういう意味で、搬送して来る問題と、それから、

ここでの診療がどういう形で出来るのか。３次までだったら全部出来るのか、３次まで全部出来

ないんですよ、今の説明からいくとですね。その付近にちょっとこうあれがあるんではないかと

私は思ってたんですよね。ですから、経営形態のことを考えたときには、その付近が当然考えざ

るを得なくなってくるんじゃないかと思いますけども。 
 
下川委員：西村先生にちょっとお尋ねしたいんですけど、大牟田地区で３次まで全ての診療科が

カバー出来るような状態になっておるのかどうか。 
 
副委員長：それはなっていません。 
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下川委員：それをちょっと教えていただけると。 
 
副委員長：それは基本的にね、それまでしていたらね、 
 
下川委員：いやいや、だから、何と何がどういうところが欠けておるかと、いうことをしないと、

この論議には入り込めないんじゃないかと。 
 
副委員長：下川先生。ここに管外搬送を市立病院からしてますでしょう。こういうところ、いろ

んな理由を書いてありますけどね、まず未熟児はだめだとかね、それから早期の流産みたいのは

だめだとか、心臓バイパスは今いわれたようにだめだとか、大動脈瘤はだめだとか、そういうの

は出来ないんですよ。出来るのは、脳卒中なんかはかなり高度なところまでやっておられます。

ところが、同じ市内で病院から脳梗塞を市立総合病院に送らないで、久留米に送っている医療機

関がある。こういうことが僕はいつも無駄だといってるんですよ。だからもう少しそこらへんを、

連携を密にすると、わざわざ久留米まで送らないで、市内で対応できる病気がいっぱいあるんで

す。だからそこらへんを、もう一寸ね、まあ、医師会もがんばってしないといけないし、病院同

士の連携を密にする協議の場をね、もっていかないといかんと思います。ただ、先程から、信友

先生ね、これ、ちょっと、引用しながら話しておりますけどね、これまで、市立総合病院が、３

カ年計画でずいぶんがんばって色々努力してこられた形跡をここで見て取れますよね、ですから、

このまま、ここら辺をどう努力すれば、今の公営企業法の、所謂一部適用で出来るのか、一部適

用で出来なければ全部適用でなら出来るのかとかね、これから、具体的に詰めていかんといかん

と思うんですよね。ですから、いまの状況で例えばここをこうすれば改善できるというのがあれ

ばね、それはそこでやって頂いてもいいんだろうし、３カ年計画で、こうやって随分がんばって

こられて、なおかつ今のような状態ですからね、そうすると果たして出来るのかと、今、信友先

生が言われたように、管外搬送をしないで、地域完結型でされれば、もうちょっと市立総合病院

は経営が潤沢になりますよ、というものもあります。しかし、実際はなかなか難しい色んな要素

もございますんでね、今ここに管外搬送をされているやつをですね、もし、医療機能を向上させ

るとすれば、ある部門は不採算部門に繋がる分もあると思います。だから難しい問題だろうと思

います。 
 
下川委員：もう一つお聞きしたいのは、ここに銀水がありますよね、それから済生会があります

ね、それから天領がありますね、荒尾がありますね、そういう病院の特徴的な診療科とここの診

療科との間にどのくらいの格差があるのか。そういうのをちょっと知らせて頂かないと、ここは

どこを強化すればいいのかというがちょっと解らないんですよね。 
 
委員長：他の病院のは無理でしょうから、一般的には承知していると思いますので、診療科別の

入院診療単価、３万か、４万か、５万か、６万か、７万かという数字を出して下さい。 
 



23/43 
大牟田市立総合病院 経営形態検討委員会 

嶋田委員：入院の単価だけで判るんですか。 
 
委員長：だいたい判ります。診療レベルが。 
 
事務局（肥川理事）：診療科別ですか。 
 
委員長：ええ。 
 
委員長：一度、宮城県立がんセンターの入院診療単価を見たら、３万円台でした。専門医なんか

足りない中で当たり前ですよね。專門医無しで癌センターを県立病院でやっていたという。 
 
事務局（肥川理事）：先程から手を挙げているんですがよろしいですか。 
 
委員長：はい。 
 
事務局（肥川理事）：私どもが１回目に提示しました資料、資料１の③、２０ページなんですが、

ここに実は、管外搬送、大牟田市から管外搬送を消防署がやったデータが出ています。資料１の

③でございます。２０ページ。１３０件、１年間に１３０件ございます。どこの病院に行ったか

ですね。極端な傾向がございます。１３０件のうち、もう、１１０件以上が３つの病院しか行っ

ていません。久留米の３つの病院です。はい、極端に傾向値がでております。久留米の色んな病

院に行ったんじゃありません。で、一つは、行き先一つは、４割の、１３０件の４割、５２件が、

この、聖マリア病院です。それから、５１人、これが、久留米大学です。まあ、一言で言ったら。

それでもう１００人以上ですね。あとひとつ、１５名が古賀病院系ですわ。この３つの病院に１

１８名の、１３０名中、１１８名がこの３つの病院に行っとる。そういう意味で言ったら、あの、

この３つの病院の特色ちゅうのは、まあ、ある程度はもうお解かりだと思いますが、ある種の特

色がございますよね。まあ、大学は別にしてですね。だからそういうことを見ると、各委員の議

論には、この資料が客観的なデータとしては非常にこう、議論の材料にはなってくるんとちゃう

かなと。いう気がするんですがね。いかがでしょうか。 
 
委員長：市民が一番関心があるのが、救命救急が今の体制で大丈夫かどうかということ。経営を

除いてですね。そこが、一番関心がある所だからこれだけ深く論議をラディカルにしてるとこな

んですけども。だからどうしたらいいか、というのはですね、３回目に向けて、委員長、副委員

長、それから事務局のお手伝いを頂いて、こういう考え、こういう考え方がある、このスピード

で展開していくべきじゃなかろうか、その間、大牟田市立病院はこういうことになったらどうか、

という仮の案を作ってみたいと思います。今のままの延長の、あるいは、今日このありかただっ

たら、あまりにもスピード感がなさすぎです。ねえ。ますます市民のほうは不安になってくると

思いますね。それから山口委員が言われたように、もう大牟田では２次救急までで終わりだと。

あと３次救急はこことここでこれだけ連携をやる。その搬送時間を今は４０分かかってるのを１
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５分でやるとかですね、あるいは遠隔医療でやるとか、なんか新しいことも考え、特に市民が割

りを食わない不安を覚えないような形で大牟田・荒尾にある医療資源をどのように再配分したら

いいかの考え方、行動計画というものの原案を作ってみたいと思います。論議すべきことが多い

のでひとまずここで、打ち切ります。もう止めるという訳じゃなくて、打ち切って、次のですね、

紹介のことも診療科で含めて論議する予定にしていましたけれども、下川委員からもありました

ように実数ですね、それを出して頂いて、次回にも検討するか致しましょう。じゃあ、嶋田委員

からも出ました、改善ですね。西村委員からも出てましたけれども、改善の実績を出して欲しい

ということがありました。その資料説明をちょっとお願いします。 
 
事務局（肥川理事）：はい。それではですね。あの、えー。実は、この経営改善３カ年計画という

のがございますよね。これの一番最後に、何に取り組んだかという出発点のデータがございます。

一番最後にですね、別紙で、この、経営コンサルタントの改善提案に対する当院の対応と、ござ

いますか。この、広い。 
 
嶋田委員：１７年度までの分の？ 
 
事務局（肥川理事）：はい。最初の三ヵ年計画の。広いやつです。ここにですね、所謂、増収策と

して診療機能の再編とか、患者の増患対策だとか、単価アップとか、それからコスト削減では材

料費の適正化とか、時間外手当の削減とか、委託費の適正化とか等々のこれ、全部対策項目４３

項目ございます。そのうち、これ、対策項目を上げましたのは、経営コンサルタント並びに院内

でこういうこともやるべきや、とゆうて、経営コンサルタントが指摘した改善項目と、それから

我々がいや、こういうこともやるべきや、と、やった分、その合計でございます。そのうち、ち

ょっと、採否の欄、このデータでいいますと、採否の欄にバツがついております。これはやって

ません。あの、３項目でございます。バツは。従って、大体４０項目位取り組んでスタートした

ということでございます。で、その結果がまあ、大雑把に言って、どうなったかということでご

ざいます。それはですね。前回の、前回提示しました、資料２の、前回提示しました資料２の②

の４。ございますか。ここにですね、経営改善３カ年計画これは、平成１５年から１７年まで、

第１次の計画の結果を書いてございます。計画期間１５年から１７年。それで具体的な方策で、

１番に実行出来た主要施策と、いうことで①②③、これはどっちかといいましたら固定費の削減。

所謂人件費の削減項目でございます。それで①、病床数の削減で看護師定数は１０名減ったと。

これ、年間効果額が、我々この当時弾いておりますのが、７，６００万。それから２番目に、検

体検査部門の業務委託、これ、平成１６年の４月にやってございますが、これで２，４００万。

それから３番目に栄養科調理部門の全面委託、これ、平成１６年の６月やってございますが、こ

れあわせまして、７，５００万。それから、まあ、具体的に効果、お金が効果額としてあがった

訳じゃないですが、④から⑨までやってございます。それで、推進できなかった、計画したけど

推進できなかったというのがですね、実は診療体制の專門特化、センター化と。消化器病センタ

ーを作ろう、とか、脳卒中センターを作ろう、循環器病センターを作ろう、或いは、救急専門医

を配置して救急強化しようと、まあ、こういった事が、実は前回の計画の、本当は、最大テーマ
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でした。ところが、これは、医師の人数をそれぞれ増やそうと、ところが、臨床研修制度が始ま

ったとたんにですね、大学には医師はいなくなったと。いう風になってまして、これは、もう、

実際には、平成１５年の終わりには、これはダメやなあと、いうことで、もう、ちょっと取り下

げてございます。ただ、この考え方は今後も生きるんかなあと。所謂、医療の専門化、専門特化

でございますから、患者数の多い部門、消化器病ちゅうのは、これはがんでございます。一言で

ゆうたらですね。それから、脳卒中、頭と心臓、循環器系ですね。これは、患者さんが非常に、

まあ、死亡の一番目、二番目、三番目ございますよね。救急専門医を配置しようというのは、こ

れはもう小児医療を含めてのですね、対応でございます。そういったことが、最重点施策にもか

かわらず旨く進まなかった。それから、うまく進まなかったのは、医師がうまく調達出来なかっ

たと、久留米大に行っても、医師は、久留米大は引き揚げなかったんですが、増やしてくれと言

ったときに、タマが無いという返事でございまして、我慢してくれ、とこう言われましたから、

出来ませんでした。それから、地域医療連携の強化、これが、１７年までに出来ませんで、やっ

と、１８年ぐらいに緒についた、と。ＭＳＷを採用したりして、やっとこれは著につきました。

あの、医師会と大々的に連携をしようやないかと、いうことでございます。概略改善点は以上で

ございます。 
 
委員長：はい。一番大事なここの診療領域の見直しが、一番大事な、そこが手がついてないです

ね。だから、一般的に改善出来るところ、変わらなくても出来ることが出来ただけですね。やっ

ぱり構造的なところが大きな課題で残っているという認識でいいかと思います。嶋田委員どうで

すか。コメント。 
 
嶋田委員：あの、確かにおっしゃる通りだと思いましたし、今まで出来なかった、というのも理

由もご説明頂いたので解ったんですけれども、これをしないことには、という、先生のおっしゃ

る今後これを考えていかないといけない、ということが出てきたのでそれもよく解りました。私

が一つ改善のことでお聞きしたかったのは、先日、新聞発表にありましたように、改善によって、

少なくとも単年度収支が、あれだけの黒字になったという事で、良かったこと、出来なかったこ

とは解ったんですが、これをして良かったというところをお聞きしたいな、と思っています。で、

それがさらに、今後も、それを続けていったりとか、さらに改善を進めることによって、効果が

どれくらい表れるのか、ということを出来ればお聞きしたいと思います。 
 
事務局（肥川理事）：はい。良かったいいますのは、前回、診療単価はちょっと、若干、３万７千

円、黒字になったとしても、３万７千円でちょっと低いんとちゃうかなと、こう、ご指摘もござ

いました。ただ、あの、これは、３万４千円台から約１割強、上げての話なんですね。それで、

それをする為には、この、院長中心とした、医者を中心とした、きちっとした各科の目標を立て

させまして、その目標に向かって、きちっと院長がヒアリングしながら、みんなでやっていくと。

で、先程あの、信友委員長がおっしゃいましたが、日本では医者が動かないと、医者が動いて初

めて処方せん切って、初めて看護婦の仕事、技師の仕事、事務方の仕事が発生します。医者がし

なければ、なんにも、ね、仕事が無い訳です。したがって、医者がそういう風な形で動いてなん
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とか３万７千円までもってきたと。そしたら、今度、ね、３万４千円ぐらいから、３万７千円ま

でもってきた、次、ちゅうのはありますよね。これは、診療単価を上げることは、ひとつは医療

の質のレベルを上げる、と。いうことにも、まあ、つながる。見方としてはそういう見方も出来

ます。そういうことが結局は、医者を中心に動いて全員でやってそこまで来たと。まだまだよ、

と、いう点はあるんですが、その、これ以上なんかをしようとした時には、やっぱり、今までの

頑張れ頑張れ、院長がヒヤリングやって、さあ頑張れと、これだけじゃ、いかんだろうと。なん

か、やっぱ、仕組みを変えるとかいうことも必要じゃないかと。いうことで、まあ、開設者の市

長である古賀市長は、この、古賀市長の声明、あいさつ文にもございましたような考えかたで、

構造改革も含めて、今度はさらにステップアップしたらどうかと。そういうことで、この委員会

に諮問されたと。だから、良かった点は、まあ、そういう結果がなんとか出た。で、１８年度も

なんとか、この１７年度に比べたら、この、黒字幅はちょっと少なくなりましたけど、なんとか

黒字でございます、なんとか維持してます。しかしながら、これ、維持してるだけで、今後経営

環境は厳しくなるというのは目に見えてる訳ですから、それに向かって、逆風を、アゲインスト

の風を受けながら、さあ、どうやってさらに医療水準を高めていくかと。これには構造面を含め

たことをやらないと、従来の制度を前提にして、改善だけじゃ限界があるよと。そのためには諮

問しようと。こういうことでございます。 
 
委員長：私なりに説明しますとね、九大病院の財務担当副院長のときにああいう官庁事業からで

すね、自分たちの飯は自分たちで食わないといけない、目の前の患者さんから飯を食わせてもら

っているんだとする時の考え方、だからマネジメントという発想を入れるためにですね、官庁会

計であればですね、「収入－支出＝利益」なんですね。だから利益が出ても出なくてもいい。で、

支出できる額もある。で、収入もさしあたりあげてある。だからこれを使うという発想にしかな

らないんですよ。でも、マネジメントというのは「収入－利益」なんですよ。利益がなければ研

修費も出ない。機器更新も隣の病院より早くできない。利益がいるんですよ。いるためにどれだ

け支出ができるかという支出のコントロールから入るんです。だからマネジメント改善は全部支

出のコントロールでしょ。ね、そして２番目に収入を増やすにはどうしたらいいかを支出の見合

いで収入を考える。だから利益を確保するという発想がマネジメント。九大病院もやってから、

支出管理、今いくら予算を使ったか、あといくら残っているか、そういうことすらできてなかっ

た。だから当たり前の経営体として大牟田総合病院が再出発できる、そのために３年かかったと

いう、でも１番基本的なセンター化だとか連携だとか、構造的なとこが残っている。だから今ま

での改善計画ではそれが手がつかないんだと思う。それはあと５年あればできるかもしれない。

かもしれないけれどももう時間切れになってしまうから、だから我々でどういう助言をするかと

いうことになる。 
 
嶋田委員：さきほど今のご説明で、できなかったことが本当は大事なことだというのもよくわか

りましたし・・・ 
 
委員長：それはもう改善という発想ではできないということもわかっていただければ。 



27/43 
大牟田市立総合病院 経営形態検討委員会 

 
嶋田委員：はい、わかりました。で、お聞きしたかったのは、先ほどのことでよくわかったんで

すけど、その改善をするための３年間で市立病院の中の皆様方の士気というか、気持ち的なもの

はどのようなものがあったのかをお尋ねしたいのですが。自分たちの努力でこうやって良くなっ

てきたんだって、もっと頑張れるんだというお気持ちを皆さん持って来ていただいているのか、

そして今度ここでこうやって話し合っていることに関しても一緒にじゃあ頑張って協力していこ

うというお考えをお持ちいただけるのか、その辺のことをお尋ねしたいです。 
 
委員長：改善活動によって職員のモラルがどうなったか。ムードはどうなったか。印象的なコメ

ントでいいですから。 
 
中山院長：はい。１３年間赤字をずっと続けておりました。まあ、これは当然原因もありました

けれども、今の経営改善の３カ年計画で最後の１７年度、やっと黒字計上できました。そうしま

すとマスコミも非常に高い評価をしていただきまして、あるいは各都道府県の自治体病院から見

学にお見えになりました。そういう事実を職員が目の当たりに見ますと、非常に士気が高まりま

して、頑張れば何とか黒字になる。それで医療器械も据置で我慢させておったんですけれどもこ

れが目の当たりに高度医療器械が、マルチＣＴスキャン６４列という、非常に高いレベルの医療

器具を買うことができたんですね。頑張れば何とかなるんだという、そういうときの士気の高ま

りはありましたけれども、次はどうかと、まだまだ頑張れと、この年も前院長が路線を引いてい

ただいておったから、それを私は乗ってやっただけのことでですね、これが長く続くとは決して

思っておりません。しかし、これを維持することは私の宿命だろうと、責務だろうとは考えてお

りますけれども。だからこの状況の中だけではだめだから、皆さん方にお諮りして将来が何か見

える形にしていただきたいということが本音でございます。 
 
嶋田委員：ありがとうございます。そうやってマンパワーが、なんか皆さんの気持ちが高まった

というのをお聞きできただけで、うれしかったです。ありがとうございました。 
 
委員長：大事なことなんですよね。 
 
下川委員：よろしゅうございますか。あの、３つの診療科が医師不足でできなかったということ

でございますけれども、医師を確保するという中にですね、一つはよそから連れてくるというこ

とと、ひとつは自分の病院の中からその専門医を作り上げるという２つの方法が合致して初めて

こういうセンター化というのは成り立つと思うんですけど、そういう思考は病院の中にあります

か。病院とか市の行政の中にそういう発想はあるんでしょうか。 
 
中山院長：よろしいですか。ご質問ですけれども努力はいたしました。しかし、努力は足りなか

ったと。だから結果がこういう形になっとるわけですけれども。 
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下川委員：いやいや、そういうふうな例えば自分のところから、優秀な病院に５ヶ月とか６ヶ月

とか１年とかやりながら、技術を高めてやるとかいうような手立てがもしできたのかどうか、考

えがあったのかどうか。そのへんのところをお尋ねしたい。 
 
中山院長：考えだけはありましたけれども、実際やっておりません。 
 
下川委員：あの、今からですね、１番職場に忠誠心のないのが医師と思うんですよね。だから忠

誠心を高めるということは自分のところで育てるということしかないと思うんですよ。その、同

じ釜の飯を食ったというのが非常に医師の中には強い連携感を持つだろうというふうに思うんで

すけど。そういうものがおありだったら可能かなと思ったんですけど。 
 
事務局（肥川理事）：ちょっと先生、私どもの病院で医者の教育を担当している副院長が来ており

ますから、発言を。 
 
野口副院長：当院は研修指定病院に指定されて、もう２２年になりますので、今まで多くの医者

を育ててまいりました。ただ、それはほとんど久留米大学からの、要するに派遣の医者を育てて

きましたけれども、４年前から臨床研修制度が始まりまして、すでに４名卒業しまして、そのう

ちの２人が当院に残りました。で、ゆくゆくは久留米大学に研修に出すか、もっとそういう専門

化したところに出すか、ということで研修医が今育っている最中でございます。まあ、大学との

折り合いがありますので非常にたくさんの数というのは無理ですけれども、そういうふうに独自

で専門医を育てていこうというふうに、今スタートしたばかりです。それから大学から来ている

５年目までの研修医が今全部含めて１８名おりまして、あの１８名も知ってのとおり、４年目、

５年目ぐらいにそれぞれ専門医ですとか認定医をとりますので、その間の研修をしていただいて、

ゆくゆくはまた大学に帰って専門家になってまた戻って来ていただくということを条件に今研修

医を育ててるつもりですので、時間がそれは少しかかりますけれども、確実にそういう専門医を

育てていこうという姿勢はとっております。 
 
委員長：これはもう改善のための方針じゃなくて改革のためのですね、大きな方針の転換なんで

す。医局依存じゃなくてですね。そういうところを今言われている。着手しておられるんですね。

でも、これは相当な勢いで、それから大学病院だけじゃなくて臨床研修指定病院グループがあり

ますよね。ここだったらもちろん、聖マリアもありますし、飯塚もありますし、そういうところ

の人事交流。で、例えば先進的に臨床研修指定病院がやっているのは、ここで５年学べばアメリ

カのあそこに行ってこれだけの技術を学べるとかですね、そういうドクターにとって魅力あるプ

ログラムがないと、いつまでも医局からの派遣という発想であればですね、こういうふうになっ

てしまいます。今大学病院が生き残るために必死になっている。だからもう頭の中から地域経営

なんていうのが、今までもなかったけれども、それを名目して言ってるところはありましたけれ

どもね。非常に大事な改善をされて一体感が出てきた。やれば変わるんだという自信が出てきて

総和相関ができる。これは非常に大事な財産ですので、なかなか作れるもんじゃない。これに冷
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や水をかけるようなことは、ここから出てくるはずはありませんので、それは安心してください。

だから、皆さん方がもうこれ以上頑張れと言われても、それは個人の頑張りではできない、とい

うことのために何をしたらいいかということをここが出しますのでね。さらに論議しないといけ

ないところがありますので、次の改善のところを話しましょう。権限ですね。今公営企業法が適

用されて、病院長にどれくらいの権限があるかと同時に今までの公営企業法の中で我々が資料要

求しました給与体系、それから繰入金、それも含めてちょっと説明をお願いできますか。 
 
事務局（肥川理事）：はい。そうしましたら・・・ 
 
委員長：給与の運用についてという資料がありますね。 
 
事務局（肥川理事）：給与の運用についてですね。はい。 
 
委員長：等級に人数がありますけれども、これは条例で定めた人数なんですか。それとも実際が

こうなんですか。 
 
事務局（肥川理事）：そうですね。まずこの給与の運用についてと、よろしいですね。 
 
委員長：今日、配付された資料です。 
 
事務局（肥川理事）：今日配付いたしました。これ前回のお話のときに、例えばここに等級がござ

いますよね。これ、職員は全部どれかの等級に任用されております。で、その人数がそこに書い

てございます。それで、各等級にまず給与のと言いますか、定数管理、この等級によって給与と

結びついております。したがって、等級に定数があるんと違うかと、そしたらその定数をオーバ

ーしてこのランクの高いほう、数が等級が大きな数になれば、上位職になるわけですね、給料も

高くなっていくわけですね。そういうことがおきてるんと違うかと、いわゆる定数があるのにそ

れをオーバーして高いほうのランクにどんどんなっているんと違うかと。少なくとも県立病院は

ちょっとそういう傾向があって、それが目に余ったよというお話がございました。それでちょっ

と申し上げますとまずですね、給与の定数は制度としてはございません。それで・・・ 
 
委員長：人事委員会はあるんですよね。 
 
事務局（肥川理事）：人事委員会はそりゃありますよ。 
 
委員長：人事委員会にその権限はないんですか。定数管理なしで運用できるんですか。 
 
事務局（肥川理事）：制度としてはそういうふうに聞いています。それから、ちょっといいですか。

一応全部説明した上で・・・ 
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委員長：いえ、そこが一番の肝ですから。給与の定数管理は大牟田市ではしない？はい、お願い

します。 
 
吉田主査：あの、人数、人員の定数管理はしていますけれど、給与上の定数管理というのはして

ません。 
 
委員長：それは法令違反ですか。法令違反でないんですか。 
 
吉田主査：法令違反ではないと思います。 
 
委員長：なくて。そこが肝ですね。 
 
事務局（肥川理事）：それで、よろしいですか。続けまして。それでですね。これで見ましたら、

この人員のところ見ましたら、３級と４級のところが非常にこう膨れ上がっていますよね。病院

の職員２８３名、等級を持っている人、２８３名中、これ医者は除きます。医者はちょっと除い

ております。医者はちょっと別任用でございますから。この１級から４級までは結果としまして

ね、まじめに勤務しておれば勤続年数によって、結果としまして自動昇給的な、昇進的な管理が

されております。 
 
委員長：ちなみに、３級の主任主事の職務というのはどのように文章上では定義してあるのです

か。単独でその業務ができるというような定義がしてあると思うんですけれども。どういう人を

その３級にするのか。運用上の申し合わせ事項はないですか。こういう資格を取ったから３級に

するんですか。それとも何年経ったから、経験年数で３級にするんですか。それともこういうこ

とを出したという実績があったから３級にするんですか。そういう・・・ 
 
事務局（肥川理事）：試験とかがあってそういう試験にパスしたから上げるということじゃござい

ません。 
 
副委員長：年功でしょう。 
 
事務局（肥川理事）：はい。だから結果的に自動昇給になっているのはいわゆる勤続年数で上がっ

ていくと。まあ自動的には上がっていくような。したがってですね。入職しまして１級になりま

して４級で仮に定年退職しますと、そうすると４０年間くらいで・・・ 
 
委員長：そうすると病院という生の関わりのあるサービスを提供している人たちが、何を苦労し

たら給与で見返りをするかという、そういうイメージができていないんですね、職員には。 
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永利委員：結びついていないでしょう。 
 
委員長：能力給でもなければ成果給でもなければ、資格給でもなければ挑戦したということでも

なければ、意味のない、いや意味づけがされていない、給与体系であるし、給与定数管理だとか、

支出コントロールがされていない病院事業だということですね。 
 
事務局（肥川理事）：それで管理職のほうを見てください。これはやっぱり能力とかが、管理職は

選抜、いわゆる昇進みたいなものですから。 
 
委員長：どういう方法で。 
 
事務局（肥川理事）：方法？方法は、もうそれはその、・・・ 
 
永利委員：市全体の中でされておるんですね。 
 
嶋田委員：試験かなんか・・・ 
 
事務局（肥川理事）：管理職についても試験、具体的なペーパーテストがあるわけじゃない。 
 
永利委員：市全体の中でされているみたいですよ。 
 
副委員長：その権限を持っているのが人事課。 
 
島内事務局長：大牟田市においてですね、昇格する場合に試験とかいうことではやっていないの

が現状です。 
 
委員長：能力試験もない？ 
 
島内事務局長：一応それぞれの職務経験であるとか資格能力等についてですね、所属長からのい

ろんな意見とか資料をもらいながら、人事のほうで、判断をしていくという、すみません、人事

のほうでといいますと市長として判断をしていく。昇格をさせていく。それぞれの管理職になる

場合もですね。というのが実態だと思います。 
 
委員長：その昇格が適切であるという監査は誰がやっているんですか？人事監査は誰がやってい

るんですか？ 
 
島内事務局長：その人にあった配置をしているという判断だけで、別に監査というのはですね、

公平委員会、いや、人事委員会はうちはございませんので・・・ 
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委員長：いや、なくてもいいんですけど、その人事監査を誰がやっているか。 
 
永利委員：やられていないんじゃない。 
 
田中総務課長：あの、すみません。 
 
委員長：はい。 
 
田中総務課長：私、総務課の田中と申します。人事関係に詳しい者ではございませんけれども、

まず役所に入りますと、当然能力の育成期、さらには能力の拡充期ということでですね、ある一

定程度の年齢を経験し、さらには当然適正な職務ができたというような上司の判断のもとにです

ね・・・ 
 
委員長：それは何年に設定してあるんですか？大牟田市では。 
 
田中総務課長：何年というのがちょっと、この育成期までがですね、だいたい３０歳くらいまで

だったと思います。それと能力拡充期というのが４０歳くらいではないかと思いますけれども。 
 
委員長：ごめんなさいね、病院は事業体だから収入が限られているわけですよね。だから見習わ

なければ、あの、永利さんが今私のほうを見られたけれども、だいたい事業体は３年ですよ。も

う全然その人を使っていても収入にならない、持ち出しだ、３年くらいの猶予しかない。病院事

業でのそういう位置づけであればね。 
 
田中総務課長：公務員という形の・・・ 
 
委員長：いや、公務員で何だろうと事業をやっているんですから。 
 
田中総務課長：いや、ですから同じ公務員の部分の給料を今ご説明をしているところですの

で、・・・ 
 
委員長：だからそろそろ皆さんは事業体だからそれとは切り離さないといけないなということを

思われ始めていると思うんですけれども。 
 
田中総務課長：だから今の現状のお話しをしているところでございますので。で、４級までとい

うのがですね、今理事が言いましたように、一般職が４級までしかいけないというところで、こ

こでは限度があるわけです。あのそれ以上に行こうという、その５級、６級になるということに

なればですね、当然管理職の職責が決定をしていただかなければそれ以上には行かないというよ
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うな部分にはなっております。ですからこの割合を見ていただきますと、１級から４級までの一

般職の部分になりますと、約９３％の方がですね、そこまで、それ以上に頑張らなければその上

の５級、６級というところには行けないというようなところでございます。それと監査でござい

ますけれども、昨年からですね人事評価制度を試行しております。そして今年度からはですね、

管理職のほうをその人事評価制度の実施年ということで、人事評価制度に伴う評価結果が、今年

度の末からはですね、結果として出てくるというふうに考えております。それと一般職につきま

しても今年から試行を始めましたので、一般職につきましても人事評価制度が試行を始めたとい

う段階でございます。 
 
委員長：だから内部監査は始まったけれども、外部監査はないんですね。 
 
田中総務課長：今のところは外部監査というのはございません。 
 
下川委員：よろしゅうございますか。 
 
委員長：はい。 
 
下川委員：この、等級表を見ましてね、これは医療職の給与表なのか、事務職の給料表なのか、

その辺はどうなんですか？ここは医療職の給料表を使っているのか。看護職とか、医師とか。 
 
事務局（肥川理事）：はい。医療職の給料表を使っているのは医師だけですよ。あとは看護師もす

べて事務職ですかそういうことで。 
 
下川委員：それはどういう理由なんですか？専門職の給料表が適用できないというのは。 
 
事務局（肥川理事）：理由は事務局長のほうから。 
 
委員長：歴史的な説明だけでいいです。はい。我々は理解したいだけですから。 
 
島内事務局長：今理事が言いましたようにですね、医療職給料表が入っているのはお医者さん、

医師だけでございます。で、その他の医療職も含めて事務職は行政職一表でやっております。こ

の賃金についてはですね、賃金を決定するについての労使の協議というのがありますので、当然、

今、そういう職種別の給料表の導入については課題として今、論議があっているという状況で今

のところは入っておりません。課題として捉えているということでございます。 
 
委員長：はい、どうぞ。 
 
嶋田委員：先ほどご説明いただきました育成期間と拡充期間の件なんですけれども、30歳ぐらい
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までが育成期間というのですが、入所、入庁される年齢にも差があるかと思いますが、それでも

だいたい一律 30歳ぐらいまでなんでしょうか？ということが一点と、これはあの市立病院の中で
もこのような形でずっと行われてきたのか二点お尋ねしたいんですけど。 
 
田中総務課長：一点目の詳しいところはちょっと私は人事の職員でなく詳しい部分ではわかりま

せんけども、二点目についてはあくまでもやはり給料表の１表というのをですね、基準にしてお

りますので同じようなやり方ではないかと思っておりますけれども。 
 
嶋田委員：ありがとうございました。 
 
委員長：はい。もう一つ院長権限が話題になってますので、ご説明をお願いします。 
 
事務局（肥川理事）：はい。院長権限につきましては今日配付しております、「病院長の職務権限

について」、これをちょっとご説明申し上げます。 
 
委員長：説明はいいから、実際運用されているかどうかだけおっしゃってください。 
 
事務局（肥川理事）：はい。えっとですね、結論申し上げます。病院長には法令上あるいは規則等々

で、いわゆる病院の中の最高権限者ではございません。病院の中の最高権限者は市長でございま

す。したがって人、もの、金すべて市長が権限を持つという形でございます。法令上等、条例規

則等全部ルールは、ルール上は市長でございます。院長じゃございません。そしたら市長はでき

るのかと実際いろんなことがですね。したがって市長は人、もの、金、経営の３要素について実

態としては当然院長に意向を聞きます。協議します。院長と。そして人、もの、金、ほとんどに

ついて、まあだいたい意向に沿うようにやって運用されてございます。 
 
嶋田委員：すみません。誰の意向に沿うように？ 
 
事務局（肥川理事）：病院長の意向、はい。それで申し訳ないんですが、これについてはやっぱり

病院長が一言ちょっと申し上げたいということがあろうかと思いますから。 
 
委員長：我々イメージを作るためにですね。権限が市長にしかないということ。しかしどのよう

な病院経営をするかという・・・ 
 
事務局（肥川理事）：ルール上はですよ。 
 
委員長：原案を作る、原案を作成する起案権は病院長にありますか、ありませんか？ 
 
事務局（肥川理事）：実態としてはございます。例えば予算の原案を作るというのはあります。 
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委員長：あるんですね、病院長に。 
 
事務局（肥川理事）：はい、実態としてですね。そして市長に上げます。市長でヒアリングします

ね。 
 
委員長：いや、そうすると市長には同意権があるということになりますよ。原案を作るのは市長

なのか、病院長なのか、起案権と同意権の整理をちょっとしてください。 
 
事務局（肥川理事）：はい。そういう意味で言ったら起案ですね。 
 
委員長：実態はどうですか、病院長ありますか？ 
 
中山院長：今理事が申し上げたとおりなんですけれども、施設長はあくまでも市長でございます。

市長が絶対権限を持ってらっしゃいますけれども病院の運用に関してはご存知ではありませんの

で、私、病院長に任せておられますので、私が起案を持って行って予算とか人事の医師とか看護

師に関して、医療技術に関してですね、事務方は別としてですね、それで提案いたしましてほと

んどそれを了承していただいておるというのが現状でございます。 
 
委員長：何も不満がない？ 
 
中山院長：いや、あります。 
 
委員長：なぜあるんですか？それだけ起案権がありながら。起案をさせてもらえなくて最初から

介入されているわけでしょう。 
 
中山院長：だから全くその何も聞かれずに勝手にされているのではないということをご承知おき

いただきたい。かなり市長は私に権限じゃないですけど、そういう意見をお聞きになってお任せ

していただいとるというところが現状でございますけれども、院長の本当の権限と、私が何が欲

しいかということがこの間の議題に上がっておりましたけれどもですね、これは今討議にあった

とおりなんです。これは全国の自治体病院が同じような悩みを持っておられることと私も全く一

緒でございまして、人事権とそれと給与の権限、具体的に申しますと、給与のほうから申します

と、給与は働いた人に、頑張った人にあるいは成功報酬ができないと、だからもう決められたと

おり、これは市長にも今の段階ではできないんですけども、これはこの状況の中では、私には全

く頑張れ、頑張れと言っても、ならボーナス上げましょうね、給料上げましょうねと、器械を買

ってあげましょうねという予算枠内だけで決まったとおりにしかできないというのが現状でござ

いますので、やはり成功報酬、さきほど委員長からご説明にあったように、利益に対して、やは

り企業でございますので、利益に見合っただけの収益を、いや収益じゃない、報酬を与えるべき
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だろうというふうに思っております。それが一点でございます。それとあと、人事権に関しては

ですね、これは非常に難しい問題がございます。だから私一人がすべての人事権を持つというこ

とは現実不可能だと思います。当然採用のときには人事課と一緒に面接とかいうことで採用に関

与させていただいておりますけれども、望まくはやはり事務方の本当のプロの事務方をですね、

病院の中にずっと長く置いていただく、長くあるいはプロフェッショナルの事務方、病院事務と

いう形で置いていただければ一番いいなというふうに考えております。やはり病院と一緒に心中

のできるような事務方を望んでおるんですけれども、現実には人事権が事務方には人事課のほう

にございますので、何年かおきに活性化という名目でお替りになるからですね、やはり病院に対

する帰属意識がどうしても薄いと。これを医師に問われるとちょっと私たちも非常に困るわけで

すけどですね。医師も帰属意識が少ないと、これは医局依存型でございますので、これはこれか

ら考えなければ行けないと。それとあとは、もう一点は、何かをやろうとしたときにスピード化

が非常に遅い。何かを計画して市長のほうに持って行ったとしても、やはり半年から１年、それ

以上かかってやっといろんなことが行えると。だから今の医療情勢がもう激化しておる中には対

応できないと、だからスピード化と人事権と給与権がある程度私のほうに与えられれば、これは

もうちょっと、もちろん責任がそれだけ伴いますけれども、そういうふうな考え方は院長として

持っております。 
 
副委員長：あの、前回のときもね、私ちょっとそのことを申し上げましたけれどもね、やっぱり

院長にそういう権限を与えないとね、院長と副院長あたりにね、幹部に。そうでないとやっぱり

この変化の激しい医療の環境に対応できませんよね。だから何が悪いかと、どこがネックなのか

どこが盲点なのかというだいたいわかってるんですよね。この間もちょっと申し上げましたけれ

どもね。給与だとか、院長に対する権限が全然与えられてない、スピードに対応できないという

ようなことなんですよね。 
 
委員長：だから今犯人探しをしてるわけじゃないんでね。どういう構造だということがある・・・ 
 
下川委員：この構造がですね、院長が部長待遇なんですよね。部長は総務部長が統括しますよね。 
 
副委員長：そうですよ。院長は下ですよ。 
 
下川委員：だから院長の意見は総務部長を介しないと市長の中に入らないような構造になってい

るんですよ。これで今の非常に激流に飲み込まれている医療界に対応できるかどうか、ちょっと

これは、まずこの構図はちょっと適当じゃない。 
 
委員長：今回の診療報酬改正で７対１看護のときにほとんどの自治体立病院は負けましたね。そ

ういうナースの定員は条例を変えて何とかかんとか１年後、もうそんときにはマンパワーはいな

い。だから構造的に負け戦をせざるを得ない状況なんですよね。 
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永利委員：いいですか。今日お話伺って、改めて民間企業から見たら信じられない世界だなとも

思います。なぜなら大牟田市立病院という一つの事業体はあるんですけれども、全部市役所全体

の管轄に入ってしまっている。そこの中のトップ全部は市長にあります。こうなったときですね、

経営責任というのが誰が取るんか、というときにこれがもう大きな図体の中に巻き込まれている

ために経営者不在というか、責任者不在の体質が如実に現れているな、という思いがあります。

だから先生がさっきもおっしゃってましたけれど、これだけ医療に対しての高度な技術とそれか

ら責任が問われている中で、経営体を維持するというのは、ものすごいまた経営ノウハウと一人

の人で全部やれ、ということはもう不可能。しかもその院長がその権限もなくて全然医療にはわ

からない人がおるというのは、判断をしますよというのは、この体質をね、根本的に見直さない

と市立病院存続したいといっても、一番大きな問題そこからもういっぺんメス入れていかないか

んなと思います。 
 
委員長：もう診療領域の見直しで期待されておるのが見えてき始めて、他の病院との連携が見え

てくれば、それが継続するためには、今のようなことであればマンパワーが集まらないし、今副

院長が言われましたように、自力で自前のドクターを育てていこうということすらですね不可能

になってしまう、負けてしまうですね。せっかく何をしたらいいかがわかってもそれを継続でき

る、するための利益が要りますし、マネジメント能力が要りますからね。 
 
永利委員：これはもう、やっぱりマネジメントの能力を持った人が、どうやったら生き残れるか

という中で、単独じゃ無理だったらどこと連携をどういう形でやればいいとか、どういう人材が

必要とか、やっぱりその代わり経営責任取るぞと、それにはそれだけの権限を頂だいと。それが

なかったらとてももう、今までは全体的に財政が何とか持ちよったからここまで来れてますけど

ね、これからの時代、それがもうできなくなってきてる中での生き残りを求めないかんわけでし

ょ。責任体制とどうやったら生き残れるかのマネジメントできる人を置いて、医療とこれはやっ

ぱり両輪になってやらないと、とても僕は無理だと思いますね。基本的には。 
 
委員長：事業体ですからね。 
 
永利委員：事業としてみなきゃダメですよ、これ。 
 
委員長：政策事業をやっているわけですから、政策事業という言葉はありませんけれどもですね。

事業体と政策の総合調整するところとは質が違いますからですね。 
 
嶋田委員：今、院長先生が、でもお悩みというか、お言葉をお聞きできて本当にやっぱりよかっ

たと思います。わからないんですよ。私たちは病院長だから病院長がいろいろされているとしか

思わないんです。で、こういう機構図を見せてもらっても最初はピンと来なくて、あーそういえ

ば院長の上に部長さんがいらっしゃるじゃないとも思いましたし、そういう権限もなかったんだ

っていうことが今お聞きして、じゃあできることないのかなと思ってさっきお聞きしていたら、
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病院の事務方の方は結局、大牟田市の人事異動と同じような形で変わっていくと、それさえも考

えたらおかしいことであって、病院の事務に本当に精通する人が１０年も２０年もいなければ、

長期的な計画も何も立てれないんじゃないかなって、そういうことをどうして今まで考えなかっ

たのかなっていうことが、なんかすごく驚きました。 
 
山口委員：考えなかったんじゃないんですよ。考えられないんですよ。制度上。 
 
嶋田委員：じゃあ、今からなら考えてもらえることなんですか・・・ 
 
山口委員：いや、だからそれを今から・・・ 
 
嶋田委員：ここで話したら考えてもらえるんですか？ 
 
山口委員：あのですね、考えないかんとですよ。だからね、さっきおっしゃったんだけれどもそ

れはね、酷なんですよ。言うこと事態が。公立病院だから。 
 
委員長：諸君がサボっているわけじゃないんです。 
 
嶋田委員：今の方を責めるつもりはないんですけれども。 
 
山口委員：いやいや、公立病院だから、基本的には地方公務員ですよ。だから地方公務員は地方

自治法の法律の中にあるんですよ。ですね。だから、こういうふうな人事権、それから財政の問

題にしてもそれから、それ以外のですね、問題にしても、給与にしてもですね、すべて公立の、

公立ですから、その親の、市のですね、組織の中でしか動いていかれないというこれ非常に弱点

なんですよ。これは県立病院がそうやったんですよ。県立病院がつぶれたのはそこなんですよ。

だから市立病院だって同じなんですよ。公立病院だから。だから私が聞きたかったのは公立病院

であって、あるけれども、何か全適かなんかでねやっておられるかなと一瞬チラッと思ったから

私は聞きたかったんですよ。だからそれが全然なされていないということなんでご苦労が多かっ

たんじゃないかなと、逆に私は感心してるんですよ。その中で黒字が単年度だけでも１７年度に

出たということはね、ものすごく努力をされたと。だけどこれは単年度で終わるんじゃないかな

と。１８年、１９年になったらまた赤字に戻る可能性っていうのはあるんじゃないかというふう

に思うような形態になっている、というふうに考えざるを得ないということなんですよ。 
 
嶋田委員：それをじゃあここで考えて、変えていかないといけないと。 
 
山口委員：ええ、それをここで考えていかないといけないじゃないかと。 
 
委員長：もう皆さん苦労しないでいいんですよ。このようにされたらみんなハッピーになります
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よということを提言するのが我々。 
 
永利委員：だから先生、これからの議論の展開の中で起こってくるのは、市立病院の必要性とや

るべき、やらなきゃならないことが明確になっていくという・・・ 
 
委員長：それを継続するための・・・ 
 
永利委員：これを経営的に見るといろんな無理、無駄、そのほか矛盾がありすぎる。生き残ろう

と思えば今の体質のままでやれるのか、やれないのか、やれないとすれば、だけど必要となった

らどういう体質の経営体型に持っていかざるを得ないという形での展開になっていくでしょうね、

おそらくね。 
 
委員長：そうでしょうね。諸君の名誉のためにも説明しときますとね、戦後わが国がまだまだ貧

しいときですね、病院を造らないといけない、バスも走らせないといけない、そういうことを民

間の力だけではできないような地方があったわけですよ。お金持ちが多い街もありますけどね。

そのときに自治体がお金を出してそういう事業をやりなさいと、バスだとか病院ということでこ

れがある。だから反対にその地方公営企業法を所管しておる自治省の諸君がもう豊かになったと

きにこれやめなければいけなかったんですよ。やめないでから現場、頑張れ頑張れというからも

う窮屈なところでですよ、赤字を作ったらおまえたちが悪いという、自治省は偉そうに言ってま

すけれどもね、おまえたちがそもそも構造改革せんといかんやったという、こういうのが私の認

識ですので。あの人たちがサボっているとか考えないでください。そうじゃないんですよ。 
 
嶋田委員：そんなことは夢にも思っていません。何か公募委員になって勉強できてよかったなと

思って、どうもありがとうございました。 
 
事務局（肥川理事）：あの、私の説明も舌足らずでしたが、ちょっとあの山口委員がおっしゃった

ようなことがここに書いてございます。あの、お帰りなりましてお読みいただきたいと思います。 
 
嶋田委員：熟読させていただきたいと思います。 
 
委員長：それと当日配付資料でもう一つお金の流れがわかりづらいから絵にということですけれ

ども、これあの市民のですね、おじいちゃん、おばあちゃんでも見たらわかるということにブラ

ッシュアップしたいので、次回もう少しまでこれをブラッシュアップしてもらってですね、市民

でもわかるというふうに事務局の肥川さん、お願いしいます。 
 
事務局（肥川理事）：はい、承知いたしました。 
 
下川委員：私も、自治体病院出身者から我々の名誉のために申し上げますけれども、１０％くら



40/43 
大牟田市立総合病院 経営形態検討委員会 

いの病院はですね、ずっと黒字なんですよ。こういう組織でも・・・ 
 
永利委員：自治体病院はだいたい１割は黒字ですか？ 
 
下川委員：はい。ずっと黒字なんですよ。だからそこに赤字の病院にどこに問題があるのかとい

う比較ですかね、病院の体質とかそういうものまで含めたものをいち早く感づいておればあまり

深淵にはいらずに済んでるんじゃないかと。 
 
山口委員：ちょっと一つだけ質問していいですか？ 
 
委員長：はい、どうぞ。 
 
山口委員：この給与の運用でですね、この表というのは医師職だけが給与が特別にあって、それ

以外の医療職、いわゆる例えば事務職以外の看護婦さん、それから薬剤師さん、そういう人たち

の給料は行政職給料表で一本でなさってるんですか？どうしてなんですか？そこがちょっと理解

に苦しむ、さっき下川先生がね、ちらっとおっしゃったのと同じ意見なんですけども、どうして

あのそういう医療職のほかの医師以外の医療職の方のとを事務職の給料表でもっていかれてある

のかっていうのがちょっと理解できない。 
 
島内事務局長：あの先ほども言いましたように、職種別の給料表の導入については今いろいろな

課題があるので、検討課題としているということですけど、その経過なり考え方についてはです

ね、給料については私の今までの認識しているところではですね、労使の場で決定され、条例を

改正し、議会の議決をいただいてですね、しているということで、まあそういう表でやっていく

という中でやってきたということ以外は・・・ 
 
委員長：質問はね、歴史的に技術職として給与を分けるべきだということの検討だとか、あるい

は議会に出したというような歴史的な事実はどうですか。 
 
島内事務局長：今までそういうので出したということはないと思います。だから今はやっている

というようなこと・・・ 
 
山口委員：そしたら組合と協議なさるときに提案はなさったんですか？そういう専門職の方の・・・ 
 
島内事務局長：まだ具体的に提案はしていないというふうに思いますけど。聞いたことはござい

ません。 
 
山口委員：今までもなさったことはないということですね。 
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島内事務局長：はい。 
 
委員長：今までもないということですよね。すごい。 
 
永利委員：民間的な発想をしたらとてもありえないことですけれどもね。だけどここは大きな役

所の中のあれで、一部門になっているから。 
 
委員長：医療職のプライドも伴ってくるんですけどね。 
 
山口委員：はい、わかりました。 
 
嶋田委員：すみません、先ほど先生がおっしゃってました１０％のうまくいっているところの、

そういった資料というのはもし可能であれば頂戴できれば、私たちとしては・・・ 
 
委員長：できますよ。 
 
下川委員：簡単にできますよ。 
 
嶋田委員：そしたらもしかしたらこれ大牟田市立病院にこれ使えるかもとか、大牟田にもこうい

うことができるかもとか、そういうことも・・・ 
 
下川委員：数値としてしか出てない。 
 
委員長：赤字病院と黒字病院は何が違うかということはわかります。 
 
嶋田委員：細かいことはわからない・・・ 
 
委員長：いや、わかります。 
 
嶋田委員：そしたらもしもそれがあれば、例えば比較検討は可能である？ 
 
委員長：いや、検討したとしても、今、下川先生が言われたように歴史的にあるとき気がついて、

やったということがあるわけですからね、もうそこに戻るわけじゃない。 
 
副委員長：もうそれとね、これ読まれたらわかるようにですね、相当コンサルタント入れたりい

ろいろしてですね、また肥川さんという専門家を呼んで相当努力されてますよ。他のね、どこの

医療機関でもプラスのことろね、黒字のところが、どういうことをしてるから黒字になっている

かということをわかっておられます。全部、おそらく。 
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嶋田委員：じゃあもう生き字引のようにお聞きすればいい・・・ 
 
委員長：典型的にはですね、ある市立病院の購入部隊、薬だったらですね、その市の職員だけれ

ども、大阪の道修町に駐在ですよ。そこで現金買いをしてから１割くらいの購入価格で、だから

公定価格の１割くらいで買っておるんですよね。支出管理をもう数十年前からやっているんです

よ。できることはあるんです。でも、今からやれ、というとそれはもう時間切れの話しだし、そ

ういう構造を変えてあげないとそれはできないからね。だから比較してそこにあまり夢を持たせ

ない。 
 
嶋田委員：わかりました。 
 
委員長：ということで第２回を終わりまして宿題をわたしのほうでいくつか勝手に作りましたの

で、事務局と調整しながら整理していきたいと思います。それから３回目のときに、事前か事後

に現場に行って、現場の人からいろんな意見交換をする場を・・・ 
 
永利委員：時間中にやっては・・・ 
 
委員長：時間中ですね。 
 
副委員長：始まる前がいいんじゃないですか。 
 
委員長：前がいいですね。はい。 
 
副委員長：始まる前に病院を見学させていただいてね。 
 
永利委員：次回はもう市立病院でやりましょうよ。 
 
事務局（肥川理事）：どうされます。 
 
永利委員：また戻ってきます？ここまで。 
 
事務局（肥川理事）：実はですね、ここでやってますのは傍聴しやすいと、議員の先生、市会議員

の方あるいは市民方が傍聴しやすい、こちらでやってくれんかというご要望もございました。し

たがって６月２５日は基本的にはここでやりたいと思うんですが、よろしゅうございますか。た

だ議会中でございますもんで、２７日までが議会開会ということを聞いております。したがって

ひょっとしたらここを変更ということも・・・。何かあったらあるかもしれませんが、基本的に

は・・・ 
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副委員長：移動するにしてもたいした距離じゃないからここでいいですよ。 
 
事務局（肥川理事）：もし変更ということになれば事前にお知らせします。 
 
副院長：だから事前がいいと思いますよ。いろいろと議論するなら。 
 
委員長：第３回委員会の前に病院のほうで聞くと、委員会をここでやるとということを原則にし

ましょう。はい。終わります。 
 
（以上） 


